
第２２期 第１５回  

佐賀県有明海区漁業調整委員会 

 
 

日 時：令和４年９月２７日（火） 
１４：００～ 

場 所：佐賀県水産会館「大会議室」 
（佐賀市西与賀町厘外821番地の2） 

 
 

～ 次   第 ～ 

 
 
１ 開    会 
 

２ 議    題 

 
（１）有明海における佐賀、福岡両県の漁業調整に関する協定書 

   について（協議）                     ・・・ P１～１２ 

（２）令和４年度全国海区漁業調整委員会連合会九州ブロック会議に係る 

各県海区漁業調整委員会の提案議題に対する意見について（協議）・・・P１３～３１ 

（３）カキの試験養殖について（協議）              ・・・P３２～４４ 

（４）委員会指示の適用除外について 

（三洋テクノマリン株式会社）（協議）            ・・・P４５～５３ 

（５）その他 

 

３ 閉    会  



有漁調委第    号 

令和 ４年 月  日 

 

 

  佐賀県知事 山口 祥義 様 

 

 

佐賀県有明海区漁業調整委員会 

  会 長   西久保  敏 

 

 

農林水産大臣管轄漁場の取扱い等について（要望） 

 

 

当県水産業の振興については、日頃よりご尽力をいただき、厚くお礼申し上げます。 

さて、本年は農林水産大臣管轄海域における漁業権（共同、区画）に係る免許の切

替え年となっており、有明海における佐賀、福岡両県の漁業調整に関する協定（以下

「福佐協定」という。）の取扱いを検討すべき年でもあります。 

つきましては、下記について御配慮をお願いします。 

 

 

記 

 

１ 有明海における佐賀、福岡における漁業上の境界をめぐる紛争については、一時

的措置として、農林水産大臣管轄海域（以下「農区」という。）を設け、国が預か

ることで収拾が図られました。 

その後、当県漁業関係者としては、旧来の境界線（筑後川中央点と雲仙岳山頂三

角点見通し）で分割することを主張しておりますが、漁場利用について佐賀と福岡

の漁業者の考え方が異なり、今日まで合意に至っておりません。 

こういう状況にありながら、これまで両県漁業者が大きな衝突を起こさず、この

海域で漁業を営んでこられたのも中立的な国による免許と管理の賜と考えます。 

今後とも両県漁業関係者は、できるだけ早急に両県の漁業上の境界について協議

を進めたいと考えますが、その協議が整うまでの間は、操業秩序維持のため、漁業

法第１８３条の規定により、現行の農林水産大臣管轄海域を存続していただくよう

お願いします。 
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２ 本県知事の管轄する有明海域（以下「佐賀県有区」という。）では、漁場環境の

変化により魚介類資源が著しく減少し、漁業経営を著しく圧迫しております。 

こうした中、生産性の向上を図るには、漁場環境の改善による二枚貝類の増養殖

の振興が不可欠であり、二枚貝類資源の回復は、佐賀県有明海の漁業関係者の強い

要望でもあります。 

しかしながら、福佐協定第３条により、アバキノタオ以東の区画漁業権の漁場計

画樹立にあたっては、佐賀県有区であっても福岡佐賀有明海連合海区漁業調整委員

会において、福岡県側の調整委員の同意が必要となっている。また、福佐協定第５

条（１）、（２）項の内容は、農区の現在の二枚貝類の資源状況や免許の状況からみ

ると、現状と乖離した内容となっています。 

このため、福佐協定第３条を廃止することで、佐賀県有区においては、佐賀県知

事独自に漁場計画が樹立できるよう、また、第５条については、現状に沿った内容

に見直しを行うよう、両県関係者の話し合いを進めるべきと考えています。 

ついては、両県関係者の円満な合意形成ができるよう国（九州漁業調整事務所）

の御指導等をお願いします。 
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（案） 

  

 

 

 

 

 

 

 

協  定  書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成令和５年〇月〇日 
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（案） 

 - 1 -

有明海における佐賀、福岡両県の漁業調整に関する協定書 

 

 佐賀県知事、佐賀県有明海区漁業調整委員会、福岡県知事及び福岡県有明海区

漁業調整委員会は、水産庁九州漁業調整事務所を立会人として、漁場に生活する

両県漁民が漁場の秩序を維持し、安堵して生業に励み紛議が起こらないことを祈

念して、ここに有明海の一部漁場を農林水産大臣が一時管轄することを認め、

「有明海における佐賀福岡両県の漁場計画樹立方針に関する覚書」の趣旨を尊重

し、次の事項を承認するとともに、誠実にこれを遵守することを協定する。 

 

（農林水産大臣の管轄する漁場の範囲及び行う事項） 

第１条 農林水産大臣の管轄する漁場は、次のア、イ、ウ、エ、オ及びアの各点

を順次に結んだ直線によって囲まれた海域とする。 

点ア 福岡県柳川市七ッ家の南西角（有明海の福岡、佐賀両県漁場境界標石

柱）と佐賀県佐賀市川副町大字大詫間字元治搦の南東角（有明海の佐賀、

福岡両県漁場境界標石柱）とを結んだ直線上の中央点（筑後川川口中央） 

点イ 点アと三角岳頂上を結んだ直線と、福岡、熊本両県の県境と夜灯鼻燈台

を結んだ直線との交点 

点ウ 点アと雲仙岳一等三角点を結んだ直線と、福岡、熊本両県の県境と夜灯

鼻燈台を結んだ直線との交点 

点エ 点アと雲仙岳一等三角点を結んだ直線と、竹崎島南西端と福岡、熊本両

県の県境を結んだ直線との交点 

点オ 点アと竹崎島東端を結んだ直線上、竹崎島東端から１，０００メートル

北の点 

２ 農林水産大臣の管轄する漁場において、農林水産大臣が自ら行う県知事の権

限の範囲は、漁業の免許に関するものに限るものとする。 
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（案） 
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（連合海区漁業調整委員会の設置） 

第２条 両県の有明海区漁業調整委員会は、漁業法第１０５１８３条第４項の規

定に基づき、福岡佐賀有明海連合海区漁業調整委員会（以下「福佐委員会」と

いう。）を組織し、有明海における漁業調整に関する事項を処理するものとする。 

 なお、両委員会の構成及び運営については、同委員会事務規程で定める。 

（漁業の免許の事前調整） 

第３条 両県の知事は、漁場計画樹立にあたって、その決定に先立ち、福岡県地

先においては、柳川市大和町地先中島川（矢部川）みおすじ以西の区域、佐賀

県地先においては、佐賀市東与賀町地先あばきのたお以東の区域（以下「関係

漁場」という。）の計画については、福佐委員会の意見を聴くものとする。 

（共同漁業に関する事項） 

第４３条 農林水産大臣の管轄する漁場における共同漁業については、福岡有明

海漁業協同組合連合会及び佐賀県有明海漁業協同組合の共有として免許を受け、

この漁場以外の海域における共同漁業については、両県の知事が、それぞれの

地先について免許するものとし、相手県の漁業協同組合に対しては、原則とし

て平等に入漁権を設定するものとする。 

  なお、両県は次の各号に掲げる措置をとる。 

（１）入漁権設定契約にあたっては、各漁業種別の実績を認めるほか、両県漁民

の取り扱いの公正を期すること。 

（２）両県に関係がある漁業の取り扱いについて差異が生じる場合は、事前に福

佐委員会で協議し、その統一を図ること。 

（区画漁業に関する事項） 

第５４条 農林水産大臣の管轄する漁場における区画漁業は、農林水産大臣の免

許を受け、同漁場以外の海域における区画漁業は、両県の知事がそれぞれの地

先について免許するものとする。両県は、漁場計画樹立の場合はもちろん漁業

権行使の場合においても、関係漁場につき福佐委員会がその位置、区域及び行

使内容を明確にする権利を有し、義務を負うことを認める。とともに、次の各

号に掲げる事項を確認する。 

（１）稚貝が多量に発生する区域は、区画漁業の漁場として計画を樹てないこと。 
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（案） 

 - 3 -

（２）第３種区画漁業である貝類養殖業の漁場区域内に、たいらぎ等区画漁業の

内容となっていない貝類が大発生した場合は、福佐委員会が協議のうえ、当

該貝類の採取について公正な措置をとること。 

（３）農林水産大臣の管轄する漁場と知事の管轄する海域にまたがる漁場の区画

漁業については、原則としてその漁場の管轄を異にする面積の大小により、

その大きい面積を管轄する者の管轄に入れるものとすること。ただし、特に

必要と認められる場合は、この限りでない。この場合は、福佐委員会に諮り

公正な措置をとること。 

（許可漁業に関する事項） 

第６５条 両県の知事は、許可に係る漁業の操業区域が農林水産大臣の管轄する

漁場を含む場合には、許可に際し、福佐委員会の意見を聴き、相手県の知事と

協議し、その同意を得たうえで許可するものとする。 

２ 両県の知事は、農林水産大臣の管轄する漁場以外の海域における両県の許可

漁業については、従来の実績を認め、両県漁民の取り扱いの公正を期するとと

もに、必要のある場合は、あらかじめ、福佐委員会の意見を聴いて、統数その

他の制限事項を定めるものとする。 

３ 両県は、本条の実施を円滑にするため、常に緊密な連絡協調を保ち、特に農

林水産大臣の管轄する漁場における漁業に関し、両県の取り扱いが異なるもの

についてはなるべく早い時期に両県において協議し、同一の取り扱いができる

よう努力する。 

（その他の事項） 

第７６条 農林水産大臣の管轄する漁場における漁業については、両県ともに漁

業資源の愛護と漁業秩序の確保に努める義務を負うことを認め、問題が起きた

場合は、福佐委員会で協議のうえ、適正な措置をとる。 

（有効期間） 

第８７条  本協定の有効期間は、平成令和５年９月１日から５か年とする。 

 

以上のとおり各項目について双方の意見の一致をみたが、両県は本協定があく

まで臨時的措置であることを認め、不断に有明海沿岸漁業の自然的条件及び社会
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的経済的条件の考究に努めて、速やかに最終的妥協点に到達するよう努力するこ

とを誓約し、本書５通を作成のうえ、両県、両県有明海区漁業調整委員会及び水

産庁は各１通をそれぞれ保有するものとする。 

 

    

 平成令和５年〇月〇日 

 

福  岡  県  知  事     氏 名 

 

 

福岡県有明海区漁業調整委員会会長  氏 名 

 

 

佐  賀  県  知  事     氏 名 

                                                      

                                                    

佐賀県有明海区漁業調整委員会会長  氏 名 

 

 

（立会人） 

水産庁九州漁業調整事務所長     氏 名 
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10

（案）３条及び５条の削除に伴い確認書自体を削除



年度 月 福佐賀連調委 各県単海区 事務担当者会議等

4

5
・大臣免許担当者会議①（九調：5/26）
　免許切替事務ｽｹｼﾞｭｰﾙ等の説明

6

7

委員会開催（佐賀市：7/13）
・福佐協定の協議の経緯説明
・協定書等の協議依頼、ｽｹｼﾞｭｰﾙ提示（九調
より）

佐賀有区委員会（7/27）
福佐協定の協議の経緯説明

8

佐賀有区委員会（8/22）
・協定書両県意見相違の論点説明
　⇒3条、5条を改廃。関係漁場を確
定
・大臣免許を希望する公文書提出依
頼

9

佐賀有区委員会（9/27）
協定書に関する佐賀県意見、大臣免
許を希望する文書の協議

・福佐事務局間協議①（佐賀：9/7）
　⇒意見の相違。ｽｹｼﾞｭｰﾙ等の確認
・大臣免許を希望する公文書の発出（九
調）

10

・大臣免許担当者会議②（九調：中下旬
頃？）
　海区漁場計画樹立に関する基本方針等

11

委員会開催（柳川市：11月中下旬頃）
・大臣免許を希望する公文書の発出を了承
・協定書締結に向けた協議
・海区漁場計画樹立に関する基本方針案の
審議

佐賀有区委員会（11月上中旬頃） ・福佐事務局間協議②（福岡：11月上旬
頃）

12
佐賀有区委員会（12月中旬頃）
海区漁場計画案協議

・福佐事務局間協議③（佐賀：12月上旬
頃）

1

委員会開催（佐賀市：1月下旬頃？） 佐賀有区委員会（1月下旬頃） ・福佐事務局間協議④（福岡：1月中旬
頃）

2

委員会開催（柳川市：2月中下旬？）
福佐協定締結の目安

佐賀有区委員会（2月下旬頃？）

3

委員会開催（佐賀市：3月下旬）
関係漁場の両県漁場計画案協議

佐賀有区委員会（3月下旬頃）

4

漁場計画の決定及び公示（HP掲載）

5

6

7

8

9

農区における漁業の免許

※委員会、会議等の日程は、協議の状況次第で変更の可能性あり

大臣管轄海域の福佐協定書締結までの協議スケジュール（案）

令
和
4
年
度

令
和
5
年
度
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No. 要 望 事 項 提出県

1
大中型まき網漁業及び沖合底びき網漁業の操業禁止区域の見直し及び禁漁期
間の設定について 【継続】

福岡県連合

2
大中型まき網漁業の操業禁止区域の拡大並びに適正操業の指導強化について
【継続】

熊本県連合

3
大中型まき網漁業及び沖合底びき網漁業における操業禁止区域の見直し拡大
等について 【継続】

鹿児島県連合

4 日韓漁業協定におけるはえ縄漁船の操業条件について 【継続】 福岡県連合
5 日中・日韓新漁業協定の発効等に伴う今後の対策等について 【継続】 長崎県連合
6 日本近海における外国漁船違法操業取締の強化について 【継続】 長崎県連合
7 東シナ海における漁船の安全操業確保について 熊本県連合
8 日中漁業協定等に基づく外国漁船の操業条件等の堅持について 【継続】 鹿児島県連合
9 日台漁業取決めの見直しについて 【継続】 沖縄

10 日中漁業協定の見直しについて 【継続】 沖縄

11
クロマグロ資源の適正利用及び零細漁業者の経営支援について 【一部変
更】

佐賀県連合

12 太平洋クロマグロの資源管理の推進について 【一部変更】 長崎県連合
13 太平洋クロマグロの資源管理に係る運用について 【変更】 宮崎

14
太平洋クロマグロの資源管理の強化に伴う経営安定対策の推進について
【継続】

鹿児島県連合

15 太平洋クロマグロ（大型魚）の適正な資源管理について 【継続】 沖縄
16 ミニボートによる危険行為の防止について 【追加】 佐賀県連合
17 ミニボートによる危険行為の防止について 熊本県連合
18 海区漁業調整委員会制度について 【継続】 長崎県連合
19 新たな漁業関係法令の改正について 【継続】 大分
20 改正漁業法における新たな資源管理措置等について 【表現変更】 大分
21 沿岸資源の適正な利用について 【継続】 宮崎
22 水産政策の改革について 【未提出】 鹿児島県連合
22 海区漁業調整委員会の財政基盤の確保について 【継続】 熊本県連合
23 違法操業の取締強化に向けた対応について 【新規】 沖縄

令和４年度全国海区漁業調整委員会連合会九州ブロック会議に係る提案議題一覧
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調
整
委

員
会
 

 要
望
事

項
 

（
１
）

大
中
型

ま
き
網

漁
業
及

び
沖
合

底
び
き

網
漁
業

の
操
業

禁
止
区

域
の
見

直
し
及

び
禁
漁

 

期
間
の

設
定
に

つ
い
て

 

 内
 
容

 

 
本
県

で
は
、
沿

岸
漁

業
者
の

経
営
安

定
や
資

源
保
護

を
図
る

た
め
に

魚
礁
設

置
等
に

よ
る
漁

場

造
成
事

業
、
水

産
資
源

の
管
理

、
種
苗

放
流
等

に
よ
る

資
源
の

維
持
増

大
及
び

経
営
の

合
理
化

等

の
取
組

を
積
極

的
に
推

進
し
て

お
り
ま

す
。
こ

れ
ら
施

策
の
中

で
、
重

点
的
に

漁
場
造

成
事
業

を

実
施
し

て
い
る

漁
場
は

、
本
県

の
沿
岸

漁
業
者

が
優
先

し
て
活

用
で
き

る
漁
場

で
あ
る

と
考
え

て

お
り
ま

す
。
 

沖
ノ

島
周
辺

の
人
工

礁
に
よ

る
漁
場

造
成
区

域
は
本

県
の
中

核
的
な

漁
場
で

あ
り
ま

す
が
、
大

中
型
ま

き
網
漁

業
及
び

沖
合
底

び
き
網

漁
業
の

操
業
可

能
区
域

と
重
複

し
て
い

る
た
め

、
本
県

沿

岸
漁
業

者
と
の

間
に
競

合
や
ト

ラ
ブ
ル

が
多
発

し
て
お

り
ま
す

。
さ
ら

に
、
本

県
の
基

幹
漁
業

で

あ
る

中
型

ま
き

網
漁

業
や

２
そ

う
ご

ち
網

漁
業

は
資

源
保

護
の

た
め

３
～

４
ヶ

月
の

禁
漁

期
間

を
設
定

し
て
い

ま
す
が

、
大
中

型
ま
き

網
漁
業

は
周
年

操
業
と

な
っ
て

お
り
、
沿

岸
漁

業
者
か

ら

操
業
期

間
統
一

の
強
い

要
求
が

あ
り
ま

す
。
 

 
大
中

型
ま
き

網
漁
業

の
網
船

に
対
し

て
は
、
新

施
策

と
し
て

、
平
成

２
５
年

度
に

V
M
S
シ
ス

テ

ム
設
置

が
義
務

づ
け
ら

れ
ま
し

た
。
し
か

し
、
船
団

全
船
へ

の
設
置

と
は
な

っ
て
お

ら
ず
、
灯

船

に
よ
る

魚
群
の

誘
導
な

ど
の
手

法
が
可

能
な
た

め
、
違

反
防
止

対
策
と

し
て
は

十
分
で

は
あ
り

ま

せ
ん
。

 

 
上
記

の
こ
と

か
ら
沿

岸
漁
業

の
経
営

安
定
の

た
め
、
現

在
設

定
さ
れ

て
い
る

大
中
型

ま
き
網

漁

業
及

び
沖

合
底

び
き

網
漁

業
の

操
業

禁
止

区
域

の
見

直
し

及
び

禁
漁

期
間

の
設

定
並

び
に

違
反

防
止
対

策
に
つ

い
て
、

次
の
事

項
を
要

望
し
ま

す
。
 

 １
 

本
県

沖
ノ

島
周

辺
海

域
で

は
大

規
模

な
漁

場
造

成
事

業
を

実
施

し
沿

岸
漁

業
の

振
興

と
資

源
の

涵
養

を
図

っ
て

お
り
、
当

該
海

域
の

大
中

型
ま
き

網
漁

業
及

び
沖

合
底

び
き

網
漁

業
の

操
業

禁
止

区
域

を
拡

大
す
る

こ
と

。
 

 ２
 

資
源

保
護

の
た

め
、
大

中
型

ま
き

網
漁

業
に

も
禁

漁
期

間
を
設

定
す

る
こ

と
。

 

 ３
 

大
中

型
ま

き
網

漁
業
に

使
用

す
る

全
船

へ
V
M
S
を

設
置

す
る

こ
と

。
 

 ４
 

従
来

か
ら

あ
る

操
業
禁

止
区

域
で

の
違

反
操

業
の

取
締

り
を
強

化
し

、
違

反
者

に
対

す
る

行

政
処

分
は

、
迅

速
厳

正
な

も
の

と
す

る
と

と
も

に
、
罰

則
の

強
化

を
図

る
こ

と
。
 

 

 
2
 /
 
2
7
 

 別
紙
様

式
 

 

令
和

４
年

度
全

国
海
区

漁
業
調

整
委
員

会
連
合

会
九
州

ブ
ロ
ッ

ク
会
議

に
 

係
る
提

案
議
題

（
要
望

事
項
）

 

熊
本
県

連
合
海

区
漁
業

調
整
委

員
会
 

 要
望
事

項
 

 （
２
）
大

中
型

ま
き
網

漁
業
の

操
業
禁

止
区
域

の
拡
大

並
び
に

適
正
操

業
の
指

導
強
化

に
つ
い

て
 

 内
 
容

 

 

本
県
、

天
草
沿
岸

域
に

お
い
て

は
、
水
産

資
源
の
維
持

保
全
と

沿
岸

漁
業
の

健
全

な
発

展
を
図

る
た
め

、
魚

礁
設

置
事

業
等
に

よ
る
漁
場

整
備
、
稚
魚

の
放
流
、

自
主
規
制

に
よ

る
資

源
管

理
等

を
積
極

的
に

推
進

し
て

き
た
と

こ
ろ
で
あ

る
が
、
大
中

型
ま
き
網

漁
業
の
操

業
は

、
当

該
地

域
の

漁
業

振
興
を
図
る
う
え
で
大
き

な
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
 

そ
の
た

め
、
大
中

型
ま

き
網
漁

業
の
当
海

域
で
の
操
業

秩
序
の

確
保

を
目
的

と
し

た
協

定
の
締

結
に

向
け
話
し
合
い
が
進
め
ら

れ
、
そ
の

結
果
関

係
者

の
協

議
が
整

い
、
平
成

１
８
年

に
国
と

県

の
立
会

に
よ
り

協
定
が

締
結
さ

れ
た
。

 

そ
の

後
１
０
数
年
が
経
過
し
た

が
、
こ
の
間
協
定
は
遵
守
さ
れ
、
操
業
秩
序
が
保
た

れ
て
い
る
。
 

つ
い
て

は
、
今
後

と
も

関
係
者

の
協
議
の

継
続
が
不
可

欠
で
は

あ
る

が
、
沿

岸
漁

業
の

振
興
と

資
源
の

涵
養

を
図

る
た

め
、
大

中
型
ま
き

網
漁
業
の
操

業
禁
止
区

域
の
拡
大

等
に

つ
い

て
、

次
の

事
項

を
強
く
要
望
す
る
。
 

 １
 
大
中

型
ま

き
網
漁

業
の

操
業
禁

止
区

域
を
拡

大
す

る
こ
と

。
 

 
 

操
業

禁
止

区
域

に
係
る

操
業

調
整

の
整

っ
た

も
の

に
つ

い
て
は

、
随
時

操
業

の
条

件
と
し

て

内
容

を
盛

り
込

ん
で

頂
き

た
い

。
 

 ２
 
大
中

型
ま

き
網
漁

業
の

適
正
操

業
に

つ
い
て

指
導

を
強
化

す
る

こ
と
。
 

大
中

型
ま
き
網

漁
業
の
操
業

に
つ
い
て
は

、
魚

礁
周
辺
で

の
集

魚
・
操

業
を
行
っ

て
い
る
な

ど
の

情
報
を
聞

い
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
る

。
 

こ
の

よ
う

な
大

中
型

ま
き

網
漁

業
者

の
操

業
は

、
水

産
資

源
の

維
持

回
復

を
図

る
観

点
か

ら
、
沿

岸
漁

業
者
に

と
っ
て

大
き

な
障

害
と

な
っ

て
い

る
た

め
、
沿

岸
漁

業
者
へ

配
慮

し
た

適

正
操

業
に

つ
い

て
十

分
な

指
導

を
強

化
す

る
こ

と
。
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2
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 別
紙
様

式
２

 

 

令
和

４
年

度
全

国
海
区

漁
業
調

整
委
員

会
連
合

会
九
州

ブ
ロ
ッ

ク
会
議

に
 

係
る
提

案
議
題

（
要
望

事
項
）

 

 

鹿
児

島
県

連
合
海

区
漁
業

調
整
委

員
会
 

 

要
望

事
項

 

 （
３

）
大

中
型

ま
き
網

漁
業
及

び
沖
合

底
び
き

網
漁
業

に
お
け

る
操
業

禁
止
区

域
の
見

直
し
拡

大

等
に

つ
い

て
 

 内
 

容
 

  
本

県
の

沿
岸
漁

業
を
取

り
巻
く

環
境
が

，
資
源

の
減
少

や
魚
価

の
低
迷

，
燃

油
価
格

の
高
止

ま

り
に

よ
る

収
益
の

減
少
な

ど
に
よ

り
厳
し

さ
が
ま

す
ま
す

増
大
し

て
い
る

中
，
沿

岸
域

に
お
け

る

資
源

の
維

持
増
大

と
沿
岸

漁
業
の

健
全
な

発
展
を

図
る
た

め
，
沿

岸
漁

業
者
自

ら
資
源

管
理
型

漁

業
に

一
丸

と
な
っ

て
取
り

組
ん
で

い
る
と

こ
ろ
で

あ
る
。

 

 
一

方
，
本

県
海

域
で
は

，
大

中
型
ま

き
網
漁

業
及
び

沖
合
底

び
き
網

漁
業
と

沿
岸
漁

業
と
の

間

に
お

い
て

漁
場
や

資
源
が

競
合
す

る
こ
と

か
ら
，
零

細
な

沿
岸
漁

業
者
は

，
当

該
漁
業

の
操
業

に

対
し

て
大

き
な
危

機
感
を

抱
い
て

い
る
。

 

 
つ

い
て

は
，
沿

岸
漁
業

の
振
興

と
資
源

の
涵
養

を
図
る

た
め
，
大
中

型
ま
き

網
漁
業

及
び
沖

合

底
び

き
網

漁
業
に

対
し
て

，
次
の

事
項
を

強
く
要

望
す
る

。
 

 １
 

鹿
児

島
・

熊
毛

及
び

奄
美

海
域

に
お

け
る

大
中

型
ま

き
網

漁
業

及
び

熊
毛

海
域

に
お

け
る

沖
合

底
び
き

網
漁

業
の

操
業

禁
止

区
域
の

見
直

し
・

拡
大

を
図

る
こ

と
。
 

 ２
 
 
違

反
操

業
の

取
締

り
を

強
化

し
，

違
反

者
に
対

す
る

行
政

処
分

は
，

迅
速

厳
正

な
も
の

と

す
る

こ
と
。

 

   

   
 

 
4
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2
7
 

 別
紙
様

式
 

 

令
和

４
年

度
全

国
海
区

漁
業
調

整
委
員

会
連
合

会
九
州

ブ
ロ
ッ

ク
会
議

に
 

係
る
提

案
議
題

（
要
望

事
項
）

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

福
岡
県

連
合
海

区
漁
業

調
整
委

員
会
 

 

要
望

事
項
 

 （
４

）
日
韓

漁
業
協

定
に
お

け
る
は

え
縄
漁

船
の
操

業
条
件

に
つ
い

て
 

 内
 

容
 

  
新

日
韓
漁

業
協
定
（

平
成
１

１
年
１

月
発
効

）
で

は
相

互
入
漁

が
原
則

と
な
っ

て
い
ま

す
が
、

そ
れ

以
降
我

が
国

E
E
Z
内
で

韓
国
漁

船
に
よ

る
違
反

操
業
や

ト
ラ
ブ

ル
が
多

発
し
ま

し
た
。

 

こ
れ

を
受

け
、
両
国

漁
業
関

係
者
に

よ
る
民

間
協
議

の
結
果

、
平

成
２

０
年
に

日
韓
両

国
間

の
民

間
協
定

で
あ
る

E
E
Z
内
漁

場
で
の

操
業
ト

ラ
ブ
ル

防
止
策

（
通
称

「
ホ
ッ

ト
ラ
イ

ン
」
）

が
実

施
さ
れ

た
こ
と

に
よ
り

、
大
き

な
ト
ラ

ブ
ル
の

発
生
は

減
少
し

ま
し
た

。
 

我
が

国
が

主
漁
場

と
す
る

海
域
は

、
韓
国

の
様
々

な
漁
業

種
に
と

っ
て
も

好
漁
場

で
す
。

 

現
在

、
韓
国

と
の
相

互
入
漁

は
停
止

し
て
い

る
状
況

で
す
が

、
相

互
入

漁
が
再

開
さ
れ

た
場

合
、
我

が
国

漁
業
者

は
韓
国

漁
船
に

相
当
な

注
意
を

払
い
な

が
ら
操

業
し
な

け
れ
ば

な
ら
な

く

な
り

ま
す
。
つ

き
ま
し

て
は
、
我

が
国
漁

業
者
が

安
心
し

て
操
業

で
き
る

よ
う
、
次

の
と
お

り

要
望

い
た
し

ま
す
。

 

 １
 

我
が

国
の

E
E
Z
内

に
お

け
る

韓
国

漁
船

の
操

業
を

禁
止

す
る

こ
と

。
 

 ２
 

取
締

り
強

化
に

よ
り

我
が

国
漁

船
の

安
全

操
業

を
確

保
す

る
こ

と
。
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 別
紙
様

式
 

 

令
和

４
年

度
全

国
海
区

漁
業
調

整
委
員

会
連
合

会
九
州

ブ
ロ
ッ

ク
会
議

に
 

係
る
提

案
議
題

（
要
望

事
項
）

 

長
崎
県

連
合
海

区
漁
業

調
整
委

員
会
 

 要
望
事

項
 

 （
５
）

日
中
・

日
韓
新

漁
業
協

定
の
発

効
等
に

伴
う
今

後
の
対

策
等
に

つ
い
て

 

 内
 

容
 

日
中

・
日

韓
新

漁
業

協
定

の
発

効
後

は
、
政

府
間

交
渉

に
基

づ
く

相
手

国
排

他
的

経

済
水

域
で

の
操

業
条

件
の

設
定

な
ど

、
漁

業
秩

序
が

構
築

さ
れ

つ
つ

あ
り

ま
す

。
し

か

し
、
排

他
的

経
済

水
域

の
境

界
を

中
間

線
で

画
定

で
き

ず
、
相

手
国

漁
船

に
対

し
て

我

が
国

の
権

限
が

及
ば

な
い

日
中

暫
定

措
置

水
域

、
日

韓
暫

定
水

域
な

ど
が

広
範

囲
に

設
定

さ
れ

て
お

り
、
こ

れ
ら

の
海

域
で

は
外

国
漁

船
が

占
有

し
て

、
我

が
国

漁
船

の
操

業
に

支
障

が
生

じ
る

と
と

も
に

、
水

産
資

源
の

悪
化

が
懸

念
さ

れ
て

お
り

ま
す

。
 

 
こ

の
こ

と
か

ら
、
我

が
国

漁
業

者
が

、
東

シ
ナ

海
等

に
お

い
て

持
続

可
能

な
漁

業
を

展
開

し
て

い
く

た
め

、
次

の
事

項
に

つ
い

て
、

要
望

し
ま

す
。

 

 【
継

続
】

 

１
．
中

国
及

び
韓

国
と

の
間

で
排

他
的

経
済

水
域

の
境

界
線

の
画

定
を

行
う

こ
と

。
そ

の
実

現
ま

で
の

間
、
日

中
・

日
韓

暫
定

水
域

等
に

お
け

る
資

源
管

理
措

置
の

早
急

な

確
立

を
図

る
こ

と
。

 

 

【
継

続
】

 

２
．

我
が

国
排

他
的

経
済

水
域

に
お

け
る

中
国

・
韓

国
漁

船
の

操
業

条
件

に
つ

い
て

、

我
が

国
漁

業
者

の
意

向
・

要
望

を
踏

ま
え

見
直

し
を

行
う

こ
と

。
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2
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  別
紙
様

式
 

 

令
和

４
年

度
全

国
海
区

漁
業
調

整
委
員

会
連
合

会
九
州

ブ
ロ
ッ

ク
会
議

に
 

係
る
提

案
議
題

（
要
望

事
項
）

 

長
崎
県

連
合
海

区
漁
業

調
整
委

員
会
 

 要
望
事

項
 

 （
６
）

日
本
近

海
に
お

け
る
外

国
漁
船

違
法
操

業
取
締

の
強
化

に
つ
い

て
 

 内
容

 

我
が

国
排

他
的

経
済

水
域

内
で

は
、

中
国

漁
船

（
底

び
き

網
漁

業
、

い
か

つ
り

漁

業
）

や
韓

国
漁

船
（

ま
き

網
漁

業
、

は
え

縄
漁

業
等

）
に

よ
る

違
反

操
業

が
依

然
と

し
て

跡
を

絶
た

ず
、

拿
捕

事
案

も
発

生
し

て
お

り
ま

す
。

 

ま
た

、
東

シ
ナ

海
に

お
い

て
は

、
尖

閣
諸

島
の

領
有

権
を

巡
る

日
中

双
方

の
主

張

の
相

違
な

ど
か

ら
、
付

近
海

域
に

お
け

る
中

国
漁

船
の

大
挙

操
業

や
、
多

数
の

中
国

漁
業

監
視

船
の

哨
戒

な
ど

、
我

が
国

漁
船

の
安

全
操

業
や

安
全

航
行

に
支

障
を

来
す

問
題

も
生

じ
て

い
る

状
況

に
あ

り
ま

す
。

 

以
上

の
こ

と
か

ら
、

次
の

事
項

に
つ

い
て

要
望

し
ま

す
。

 

 【
継

続
】

 

１
．

引
き

続
き

我
が

国
の

領
海

及
び

排
他

的
経

済
水

域
に

お
け

る
外

国
漁

船
の

監

視
・

取
締

の
強

化
を

図
る

こ
と

。
 

 【
継

続
】

 

２
．
我

が
国

水
域

に
お

け
る

外
国

船
舶

の
避

泊
に

当
た

っ
て

は
、
入

域
中

の
基

本
ル

ー
ル

の
遵

守
徹

底
、
国

に
よ

る
指

導
・

監
視

体
制

の
強

化
と

漁
業

等
へ

の
被

害
を

防
止

す
る

措
置

の
実

施
等

に
よ

り
、
地

元
漁

業
や

環
境

に
対

す
る

影
響

を
最

小
限

に
留

め
る

こ
と

。
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令
和

４
年

度
全

国
海
区

漁
業
調

整
委
員

会
連
合

会
九
州

ブ
ロ
ッ

ク
会
議

に
 

係
る
提

案
議
題

（
要
望

事
項
）

 

熊
本
県

連
合
海

区
漁
業

調
整
委

員
会
 

 要
望
事

項
 

 （
７
）

東
シ
ナ

海
に
お

け
る
漁

船
の
安

全
操
業

確
保
に

つ
い
て

 

 内
 
容

 

 

日
中

漁
業

協
定

に
基

づ
く

日
中

暫
定

措
置

水
域

や
以

南
水

域
の

尖
閣

諸
島

周
辺

等
の

海
域

に

お
い
て

操
業
す

る
本
県

漁
船
は

、
単
独

で
延
縄

や
一
本

釣
り
等

を
操
業

し
て
お

り
、
集

団
で
出

現

す
る
中

国
漁
船

に
漁
場

を
占
拠

さ
れ
て

操
業
に

支
障
を

き
た
す

と
と
も

に
、
不

安
や
脅

威
を
感

じ

て
、
安

心
し
て

操
業
で

き
な
い

状
況
に

あ
る
。

 

特
に

最
近
の

尖
閣
諸

島
を
巡

る
情
勢

か
ら
、
漁

業
者

の
不
安

は
以
前

と
比
較

に
な
ら

な
い
ほ

ど

増
大
し

て
い
る

。
 

現
在

、
提
供

さ
れ
て

い
る
外

国
公
船

や
漁
船

の
情
報

は
尖
閣

諸
島
周

辺
に
限

ら
れ
、
そ

の
情

報

が
出
漁

中
の
漁

船
に
届

く
の
に

時
間
を

要
す
る

た
め
、
漁

業
者

か
ら
は

暫
定
措

置
水
域

も
含
め

た

広
範

囲
に

お
け

る
外

国
公

船
や

漁
船

の
位

置
情

報
等

を
リ

ア
ル

タ
イ

ム
に

提
供

し
て

欲
し

い
と

の
要
望

が
あ
っ

て
い
る

。
 

こ
の

た
め
、
日

中
暫

定
措
置

水
域
及

び
以
南

水
域
で

操
業
す

る
漁
船

の
安
全

操
業
を

確
保
す

る

た
め
に

次
の
事

項
を
強

く
要
望

す
る
。

 

 １
 

日
中

暫
定

措
置

水
域

及
び

以
南

水
域

に
お

け
る

外
国

公
船

及
び

外
国

漁
船

団
の

位
置

や
動

向
の

情
報

収
集

に
努

め
る

こ
と

。
 

 ２
 

水
産

庁
漁

業
取

締
船

及
び

海
上

保
安

庁
巡

視
船

か
ら

直
接

漁
船

や
関

係
機

関
に

情
報

提
供

す
る

な
ど

、
当

該
水

域
で

操
業

す
る

漁
船

に
迅

速
に

情
報

提
供

で
き

る
体

制
を

構
築

す
る

こ

と
。
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２

 

 

令
和

４
年

度
全

国
海
区

漁
業
調

整
委
員

会
連
合

会
九
州

ブ
ロ
ッ

ク
会
議

に
 

係
る
提

案
議
題

（
要
望

事
項
）

 

 

鹿
児

島
県

連
合
海

区
漁
業

調
整
委

員
会
 

 

要
望

事
項

 

 （
８

）
日

中
漁
業

協
定
等

に
基
づ

く
外
国

漁
船
の

操
業
条

件
等
の

堅
持
に

つ
い
て

 

 内
 

容
 

  
日

中
漁

業
協
定

に
基
づ

く
中
国

ま
き
網

漁
船
の

操
業
条

件
に
つ

い
て
は

，
2
00
2
年

以
降

，
日

本
の

排
他

的
経
済

水
域
内

で
の
操

業
を
認

め
な
い

決
定
が

な
さ
れ

，
当
県

へ
の
影

響
は
回

避
さ
れ

て
い

る
と

こ
ろ
で

あ
る
。

 

 
当

県
周

辺
水
域

は
，
黒

潮
等
の

影
響
を

受
け
て

，
ア
ジ

，
サ
バ

，
イ
ワ

シ
，
カ

ツ
オ
及

び
マ
グ

ロ
類

な
ど

が
回
遊

す
る
漁

業
振
興

上
，
重

要
な
漁

場
で
あ

る
こ
と

か
ら
，

今
後
と

も
中
国

ま
き
網

漁
船

の
操

業
は
認

め
な
い

と
い
う

方
針
を

堅
持
し

て
い
く

こ
と
が

重
要
で

あ
る
の

で
，
次

の
事
項

に
つ

い
て

特
段
の

配
慮
を

さ
れ
る

よ
う
要

望
す
る

。
 

 １
 
国

は
，

中
国

漁
船

の
操

業
条

件
を

遵
守

さ
せ

る
こ

と
。

 

 ２
 
国

は
，

中
国

漁
船

の
操

業
条

件
を

決
定

す
る

交
渉

に
当

た
っ

て
は

，
今

後
と

も
当

県
周
辺

水

域
に

は
，
ま

き
網

に
限

ら
ず

，
一

切
の
中

国
漁

船
の

操
業

水
域

を
設

定
し

な
い
こ

と
。

 

 ３
 
当

県
周

辺
水

域
に

お
け

る
外

国
漁

船
の

監
視

取
締

体
制

の
強

化
を

図
る

こ
と

。
 

 ４
 
日

本
漁

船
の

安
全

な
操

業
を

確
保

す
る

こ
と

。
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令
和

４
年

度
全

国
海
区

漁
業
調

整
委
員

会
連
合

会
九
州

ブ
ロ
ッ

ク
会
議

に
 

係
る
提

案
議
題

（
要
望

事
項
）

 

沖
縄
海

区
漁
業

調
整
委

員
会
 

 要
望
事

項
 

 （
９
）

日
台
漁

業
取
決

め
の
見

直
し
に

つ
い
て

（
継
続

）
 

 内
 
容

 

 

平
成

2
5
年

４
月

1
0
日

に
調

印
さ
れ

た
日
台

漁
業
取

決
め
は

、
我
が

国
排
他

的
経
済

水
域
内

で

の
台
湾

漁
船
の

操
業
を

認
め
た

も
の
で

、
台
湾

漁
船
と

の
ト
ラ

ブ
ル
を

恐
れ
る

多
く
の

国
内
漁

船

が
操
業

を
自
粛

す
る
状

況
が
続

い
て
い

る
。
 

日
台
漁

業
取
決

め
適
用

水
域
は

、
鹿
児

島
、
熊

本
、
宮

崎
、
長

崎
県
の

漁
船
も

操
業
す

る
海
域

で

あ
り
、

そ
の
影

響
は
本

県
の
み

に
留
ま

ら
な
い

こ
と
か

ら
、
以

下
の
事

項
を
要

望
す
る

。
 

 １
 
取

決
め

適
用

水
域

か
ら

次
の

水
域
を

除
外

す
る

こ
と

。
 

①
 
東

経
1
2
5
度

3
0
分

よ
り

東
の

水
域
 

②
 
八

重
山

北
方

三
角

水
域

 

 ２
 
我

が
国

の
経

済
水

域
内

に
お

い
て

は
、

取
決

め
適

用
水

域
を

除
い

て
台

湾
漁

船
の

操
業

を
一

切
認

め
な

い
こ

と
。

 

ま
た

、
違

反
操

業
を

行
う

台
湾

漁
船

に
対

し
、

拿
捕
を

含
む

取
締

り
を

徹
底

す
る

こ
と

。
 

 ３
 
先

島
諸

島
の

南
側

の
水

域
等

、
取

決
め

適
用

水
域

の
拡

大
に

つ
い

て
は

今
後

一
切

、
協

議
の

対
象

と
し

な
い

こ
と

 

 ４
 
日

台
漁

業
取

決
め

適
用

水
域

内
に
お

い
て

、
 

①
 
日

本
漁

船
が

安
全

に
操

業
で

き
る

水
域

の
拡

大
に

努
め

る
こ
と

。
 

②
 
操

業
隻

数
制

限
等

、
資

源
管

理
措

置
に

関
す

る
協

議
を

進
め
る

こ
と

。
 

③
 
台

湾
漁

船
の

Ｐ
Ｉ

保
険

へ
の

加
入

義
務

化
を

促
す

こ
と

。
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令
和

４
年

度
全

国
海
区

漁
業
調

整
委
員

会
連
合

会
九
州

ブ
ロ
ッ

ク
会
議

に
 

係
る
提

案
議
題

（
要
望

事
項
）

 

沖
縄
海

区
漁
業

調
整
委

員
会
 

 
 
 

 要
望
事

項
 

 （
１
０

）
日
中

漁
業
協

定
の
見

直
し
に

つ
い
て

（
継
続

）
 

内
 
容

 

 

日
中

漁
業
協

定
で
は

、
北
緯

2
7
度

以
南
の

沖
縄
本

島
か
ら

宮
古
島

以
西
の

水
域
を

協
定
適

用

除
外
と

し
、
外

務
大
臣

書
簡
に

よ
り
同

水
域
に

お
い
て

は
、
中

国
漁
船

に
対
し

て
我
が

国
の
漁

業

関
係
法

令
を
適

用
し
な

い
こ
と

と
し
て

い
る
。

 

こ
の

結
果
、

同
水
域

で
は
、

中
国
漁

船
に
よ

る
違
法

操
業
等

が
行
わ

れ
た
場

合
で
あ

っ
て
も

、

取
締
り

が
で
き

な
い
状

況
に
あ

る
。
 

中
国

サ
ン
ゴ

網
漁
業

は
、
深
海

サ
ン
ゴ

資
源
を

枯
渇
さ

せ
る
だ

け
で
な

く
、
熊
本

県
、
鹿
児

島

県
と
連

携
し
て

取
り
組

ん
で
い

る
南
西

諸
島
マ

チ
類
資

源
回
復

方
針
で

定
め
た

保
護
区

、
底
魚

類

等
の
成

育
環
境

を
荒
廃

さ
せ
て

お
り
、

極
め
て

大
き
な

問
題
で

あ
る
。

 

ま
た

、
尖

閣
諸
島

周
辺
海

域
に
お

い
て
は

、
平
成

2
4
年

以
降
、
中

国
公

船
に
よ

る
領
海

へ
の
侵

入
が
繰

り
返
さ

れ
て
お

り
、
そ

の
よ
う

な
中
、
中

国
公

船
に
よ

る
本
県

漁
船
に

対
す
る

追
尾
行

為

が
発
生

し
、
安

全
操
業

を
脅
か

す
事
態

と
な
っ

て
い
る

。
 

そ
こ

で
以
下

の
事
項

を
要
望

す
る
。

 

 １
 
日

中
漁

業
協

定
の

見
直

し
に

つ
い
て

 

北
緯

2
7
度

以
南

の
沖
縄

本
島

か
ら

宮
古

島
以

西
の
水

域
が

、
日

中
漁

業
共

同
委

員
会

の
協

議
の

対
象

と
な

る
よ

う
、

協
定

を
見

直
す

こ
と

。
 

 ２
 
中

国
サ

ン
ゴ

網
漁

業
、

虎
網

漁
業
等

の
規

制
に

つ
い

て
 

協
定
の

見
直

し
が

図
ら

れ
る

ま
で

の
間

、
中

国
国

内
法

に
お

い
て
も

禁
止

さ
れ

て
い

る
サ

ン

ゴ
網

漁
業

の
再

発
防

止
及

び
、

北
緯

2
7
度

以
南

へ
の

中
国

虎
網
漁

船
の

侵
入
を

抑
止

す
る

対

策
を

確
保

す
る

こ
と

。
 

 ３
 
海

底
に

散
逸

す
る

中
国

サ
ン

ゴ
網
の

除
去

、
回

収
に

つ
い

て
 

底
魚
一

本
釣

り
等

の
操

業
、
船

舶
航

行
に

支
障

を
及
ぼ

す
サ

ン
ゴ

網
に

つ
い

て
、
除

去
技

術

の
開

発
を

図
り

、
回

収
に

努
め

る
こ

と
。
 

 ４
 
中

国
公

船
に

よ
る

威
嚇

行
為

等
の
再

発
防

止
と

操
業

の
安

全
確

保
に

つ
い
て

 

中
国
公

船
に

よ
る

わ
が

国
漁

船
へ

の
追
尾
・
威

嚇
行
為

な
ど

再
発

防
止

の
徹

底
を

図
り

、
安

全
・

安
心

に
操

業
で

き
る

よ
う

対
策

の
強

化
を

図
る
こ

と
 

 

18



 
1
1
 
/
 
2
7
 

 別
紙
様

式
 

 

令
和

４
年

度
全

国
海
区

漁
業
調

整
委
員

会
連
合

会
九
州

ブ
ロ
ッ

ク
会
議

に
 

係
る
提

案
議
題

（
要
望

事
項
）

 

佐
賀
県

連
合
海

区
漁
業

調
整
委

員
会
 

 要
望
事

項
 

 （
１
１

）
ク
ロ

マ
グ
ロ

資
源
の

適
正
利

用
及
び

零
細
漁

業
者
の

経
営
支

援
に
つ

い
て
 

 内
 
容

 

 

当
県

の
ク
ロ

マ
グ
ロ

漁
業
は

、
沿

岸
海

域
で
延

縄
、
曳
き

縄
釣
、
一

本
釣
等

で
漁
獲

を
行
っ

て

い
る
が

、
漁

獲
制

限
が
開

始
さ
れ

て
以
降

、
漁

獲
対

象
種
を

ブ
リ
や

サ
ワ
ラ

等
に
転

換
し
、
ク

ロ

マ
グ
ロ

を
目
的

と
し
た

操
業
を

自
粛
す

る
こ
と

で
、
配

分
枠
が

少
な
い

な
が
ら

も
漁
獲

可
能
量

の

遵
守
に

努
め
て

き
た
。
し

か
し

、
近
年

こ
れ
ら

の
操
業

海
域
に

お
い
て

ク
ロ
マ

グ
ロ
の

来
遊
量

が

増
加
し

て
い
る

。
 

ま
た

、
こ
こ

数
年
２

月
頃
に

な
る
と

、
こ
れ

ま
で
あ

ま
り
漁

獲
が
見

ら
れ
な

か
っ
た

沿
岸
の

定

置
網
に

お
い
て

も
、
予

期
せ
ぬ

大
型
マ

グ
ロ
の

入
網
が

み
ら
れ

て
い
る

が
、
配

分
枠
遵

守
の
た

め
、

放
流
作

業
や
混

獲
回
避

等
の
労

務
負
担

が
増
大

し
、
漁

家
経
営

の
悪
化

を
招
い

て
い
る

。
 

 
つ
い

て
は
、
ク

ロ
マ

グ
ロ
資

源
の
適

正
利
用

及
び
零

細
漁
業

者
の
経

営
支
援

の
た
め

、
次
の

事

項
を
要

望
い
た

し
ま
す

。
 

 １
 

国
際

委
員

会
に

お
い
て

、
直
近

の
デ

ー
タ

に
基
づ

く
資

源
評

価
結

果
を

反
映

し
た

漁
獲
枠

の

増
枠

を
次

期
管

理
期

間
で

実
現

す
る

と
と

も
に

、
漁

獲
枠

未
利

用
分

の
繰

越
上

限
を

堅
持

す
る

こ
と

。
 

 ２
 

国
際

委
員

会
で

漁
獲
枠

の
増

枠
が

承
認

さ
れ

た
際

は
、
沿
岸

の
零

細
な

漁
船

漁
業

に
優
先

的

に
配

分
す

る
こ

と
。

ま
た

、
配

分
の

際
は

、
各

県
や
漁

業
種

間
で

不
公

平
が

生
じ

な
い

よ
う

、

操
業

特
性

や
近

年
の

漁
獲

実
態

等
を

考
慮

し
、

よ
り
実

状
に

あ
っ

た
配

分
を

行
う

こ
と

。
 

 ３
 

漁
業

者
が

安
心

し
て
資

源
管

理
に

取
り

組
め

る
よ

う
、
放

流
活

動
、
休

漁
に

対
す

る
支
援

へ

の
十

分
な

予
算

の
確

保
や

支
援

制
度

の
拡

充
を

図
る
と

と
も

に
、
資

源
管
理

の
取

組
に

よ
る
減

収
に

対
応

す
る

た
め

、
漁

業
収

入
安

定
対

策
（

強
度
資

源
管

理
タ

イ
プ

）
の

要
件

緩
和

措
置
の

継
続

と
国

の
掛

金
補

助
率

の
格

差
縮

小
を

行
う

こ
と
。

 

      

 
1
2
 
/
 
2
7
 

 別
紙
様

式
 

 

令
和

４
年

度
全

国
海
区

漁
業
調

整
委
員

会
連
合

会
九
州

ブ
ロ
ッ

ク
会
議

に
 

係
る
提

案
議
題

（
要
望

事
項
）

 

長
崎
県

連
合
海

区
漁
業

調
整
委

員
会
 

 要
望
事

項
 

 （
１
２

）
太
平

洋
ク
ロ

マ
グ
ロ

の
資
源

管
理
の

推
進
に

つ
い
て

 

 内
 

容
 

 

国
で

は
、
太

平
洋

ク
ロ

マ
グ

ロ
の

資
源

回
復

を
図

る
た

め
、
中

西
部

太
平

洋
ま

ぐ

ろ
類

委
員

会
の

枠
組

み
に

お
い

て
、

平
成

2
7
年

１
月

か
ら

、
3
0
キ

ロ
未

満
の

小
型

魚
の

漁
獲

上
限

を
4
,
0
0
7

ト
ン

、
3
0

キ
ロ

以
上

の
大

型
魚

の
漁

獲
上

限
を

4
,
8
8
2

ト
ン

（
令

和
４

年
１

月
か

ら
5
,
6
1
4
ト

ン
）

と
し

、
保

存
管

理
措

置
を

講
じ

て
い

ま

す
。

 

平
成

3
0
年

か
ら

罰
則

を
伴

う
Ｔ

Ａ
Ｃ

制
度

へ
移

行
し

、
沿

岸
漁

業
に

お
い

て
も

小
型

魚
の

数
量

管
理

に
加

え
て

、
大

型
魚

の
数

量
管

理
が

始
ま

り
ま

し
た

が
、
漁

業

現
場

で
は

定
置

網
に

よ
る

突
発

的
な

漁
獲

が
生

じ
た

り
、
一

方
で

は
獲

り
残

し
が

生

じ
る

等
、

様
々

な
課

題
等

が
発

生
し

、
混

乱
が

生
じ

て
い

ま
す

。
 

ま
た

、
九

州
地

区
に

お
い

て
は

、
大

臣
へ

の
届

出
漁

業
で

あ
る

「
沿

岸
ま

ぐ
ろ

は

え
縄

漁
業

」
で

あ
っ

て
も

広
域

漁
業

調
整

委
員

会
に

よ
る
「

沿
岸

く
ろ

ま
ぐ

ろ
漁

業

承
認

」
を

取
得

し
て

県
域

の
ク

ロ
マ

グ
ロ

漁
獲

管
理

ル
ー

ル
に

則
り

操
業

し
て

い
ま

す
が

、
他

地
区

で
同

届
出

漁
業

を
行

う
者

の
中

に
は

、
同

承
認

を
取

得
せ

ず
、

混
獲

名
目

で
ク

ロ
マ

グ
ロ

を
漁

獲
し

て
い

る
実

態
が

あ
る

と
聞

き
及

ん
で

お
り

、
同

資
源

の
資

源
管

理
の

枠
組

み
に

支
障

を
来

た
し

か
ね

な
い

と
強

く
懸

念
し

て
お

り
ま

す
。
 

つ
き

ま
し

て
は

、
次

の
事

項
に

つ
い

て
要

望
し

ま
す

。
 

 【
継

続
（

変
更

）
】

 

１
．

資
源

評
価

結
果

に
基

づ
く

漁
獲

上
限

の
拡

大
に

つ
い

て
 

ク
ロ

マ
グ

ロ
資

源
に

つ
い

て
は

、
管

理
措

置
の

定
着

化
に

よ
り

回
復

の
兆

し
が

見

ら
れ

る
中

、
令

和
3
年

1
2
月

開
催

の
中

西
部

太
平

洋
ま

ぐ
ろ

類
委

員
会

（
W
C
P
F
C
）

第
1
8

回
年

次
会

合
が

開
催

さ
れ

、
2
0
2
2

年
漁

期
か

ら
大

型
魚

の
漁

獲
枠

を
1
5
％

増
の

7
3
2

ト
ン

増
と

す
る

こ
と

で
合

意
さ

れ
た

と
こ

ろ
で

あ
る

が
、

今
後

と
も

資

源
評

価
に

よ
る

将
来

予
測

基
づ

き
、
大

型
魚

に
加

え
小

型
魚

に
つ

い
て

も
漁

獲
上

限

の
拡

大
が

可
能

と
な

る
よ

う
交

渉
継

続
す

る
こ

と
。

 

 【
継

続
（

変
更

）
】

 

２
．

国
留

保
枠

の
有

効
活

用
に

つ
い

て
 

第
８

管
理

期
間

に
お

け
る

国
留

保
枠

の
配

分
方

法
の

設
定

お
い

て
、
国

留
保

枠
が
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1
3
 
/
 
2
7
 

 最
大

限
活

用
さ

れ
る

よ
う

、
最

低
限

の
数

量
を

除
き

可
能

な
範

囲
で

配
分

に
つ

い
て

引
き

続
き

、
検

討
す

る
こ

と
。

 

 【
継

続
】

 

３
．

遊
漁

者
へ

の
指

導
に

つ
い

て
 

本
県

海
域

の
よ

う
に

、
複

数
県

の
遊

漁
者

が
採

捕
し

て
い

る
場

合
は

、
単

県
で

の

管
理

は
困

難
で

あ
る

。
こ

の
た

め
、
全

国
的

な
規

制
措

置
で

あ
る

広
域

漁
業

調
整

委

員
会

指
示

等
に

よ
り

、
国

は
都

道
府

県
を

跨
る

遊
漁

団
体

等
に

対
し

、
引

き
続

き
適

切
に

指
導

す
る

こ
と

。
 

 【
継

続
（

変
更

）
】

 

４
．

漁
獲

数
量

の
管

理
に

つ
い

て
 

 
マ

グ
ロ

類
を

対
象

と
し

た
沿

岸
で

の
は

え
縄

漁
業

は
、

全
て

広
域

漁
業

調
整

委
員

会
の

「
沿

岸
く

ろ
ま

ぐ
ろ

承
認

」
取

得
を

義
務

付
け

る
こ

と
。

併
せ

て
、

承
認

制
に

係
る

事
務

取
扱

要
領

で
認

め
る

都
道

府
県

や
広

域
漁

業
調

整
委

員
会

を
跨

ぐ
承

継

承
認
（

廃
業

見
合

新
規

）
に

つ
い

て
は

、
直

近
の

採
捕

停
止

命
令

の
発

出
状

況
等

を

踏
ま

え
見

直
す

こ
と

。
 

ま
た

、
広

域
的

な
海

域
で

操
業

す
る
「

沿
岸

ま
ぐ

ろ
は

え
縄

漁
業

」
に

よ
る

ク
ロ

マ
グ

ロ
漁

獲
量

は
、
現

行
Ｔ

Ａ
Ｃ

制
度

上
、
船

籍
が

属
す

る
県

の
漁

獲
枠

で
管

理
す

る
こ

と
に

な
っ

て
い

る
が

、
明

ら
か

に
他

県
海

域
で

漁
獲

さ
れ

る
も

の
に

つ
い

て

は
、
船

籍
県

の
管

理
が

及
ば

な
い

た
め

、
現

行
の

知
事

管
理

漁
業

で
は

な
く

大
臣

管

理
漁

業
と

し
て

、
国

の
漁

獲
管

理
の

対
象

と
す

る
こ

と
。

 

    
 

 
1
4
 
/
 
2
7
 

 別
紙
様

式
 

 

令
和

４
年

度
全

国
海
区

漁
業
調

整
委
員

会
連
合

会
九
州

ブ
ロ
ッ

ク
会
議

に
 

係
る
提

案
議
題

（
要
望

事
項
）

 

宮
﨑
海

区
漁
業

調
整
委

員
会
 

 要
望
事

項
 

 （
１
３

）
太
平

洋
ク
ロ

マ
グ
ロ

の
資
源

管
理
に

係
る
運

用
に
つ

い
て
 

 内
 
容

 

 

平
成

3
0
年
か

ら
始
ま

っ
た

沿
岸
漁

業
に
お

け
る
く

ろ
ま
ぐ

ろ
の

T
A
C
管

理
に

つ
い

て
は
、

漁

業
者

も
そ

の
重

要
性

を
十

分
認

識
し

、
各

県
に

割
り

当
て

ら
れ

た
漁

獲
可

能
量

を
遵

守
し

て
い

る
。
 

 
し
か

し
な
が

ら
、
近

年
で
は

沿
岸
域

へ
の
く

ろ
ま
ぐ

ろ
の
来

遊
量
の

増
加
に

伴
う
漁

獲
量
の

増

加
や
突

発
的
な

漁
獲
の

積
み
上

が
り
に

よ
り
、
管

理
期

間
途
中

に
あ
っ

て
も
操

業
自
粛

の
要
請

や

採
捕
停

止
の
命

令
が
な

さ
れ
る

機
会
が

増
加
し

て
お
り

、
漁
業

経
営
体

に
あ
っ

て
は
、
く

ろ
ま

ぐ

ろ
の
混

獲
を
回

避
し
つ

つ
経
営

を
継
続

す
る
た

め
、
混

獲
魚
の

放
流
や

漁
場
の

変
更
、
休

漁
な

ど

の
取
組

に
大
き

な
労
力

を
割
か

ざ
る
を

得
な
い

状
況
を

強
い
ら

れ
て
い

る
。
 

 
こ
の

よ
う
な

状
況
を

鑑
み
、
太

平
洋

く
ろ
ま

ぐ
ろ
の

資
源
管

理
・
資

源
回
復

の
取
組

の
着
実

な

実
施
と

沿
岸
漁

業
者
の

経
営
の

安
定
的

な
継
続

を
両
立

さ
せ
る

た
め
、

次
の
事

項
を
要

望
す
る

。
 

 １
 

資
源

の
増

加
に

応
じ

て
我

が
国

全
体

の
漁

獲
枠

の
増

加
を

引
き

続
き

提
案

し
次

の
管

理
期

間
に

反
映

さ
れ

る
よ

う
努

め
る

こ
と

。
 

 ２
 

混
獲

回
避

型
休

漁
支
援

事
業

に
つ

い
て

は
、
各

地
域

の
実

情
に

応
じ

て
、
支

援
が

な
さ
れ

る

よ
う

発
動

条
件

を
緩

和
す

る
こ

と
。
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1
5
 
/
 
2
7
 

 別
紙
様

式
２

 

 

令
和

４
年

度
全

国
海
区

漁
業
調

整
委
員

会
連
合

会
九
州

ブ
ロ
ッ

ク
会
議

に
 

係
る
提

案
議
題

（
要
望

事
項
）

 

 

鹿
児

島
県

連
合
海

区
漁
業

調
整
委

員
会
 

 

要
望

事
項

 

 （
１

４
）

太
平
洋

ク
ロ
マ

グ
ロ
の

資
源
管

理
の
強

化
に
伴

う
経
営

安
定
対

策
の
推

進
に
つ

い
て
 

 内
 

容
 

  
中

西
部

太
平
洋

ま
ぐ
ろ

類
委
員

会
（
W
C
P
F
C
)の

国
際
約

束
に
基

づ
く
太

平
洋
ク

ロ
マ
グ

ロ
の

漁
獲

量
上

限
の
遵

守
に
つ

い
て
は

，
本
県

定
置
網

漁
業
者

等
多
く

の
沿
岸

漁
業
者

か
ら
不

安
や

不
満

の
声

が
寄
せ

ら
れ
て

い
る
。

 

 
つ

い
て

は
，
影

響
を
受

け
る
沿

岸
漁
業

者
が
将

来
に
わ

た
っ
て

ク
ロ
マ

グ
ロ
資

源
を
持

続
的

に
利

用
し

，
漁
業

経
営
の

維
持
・

安
定
が

図
ら
れ

る
よ
う

，
次
の

事
項
に

つ
い
て

要
望
す

る
。
 

 １
 

国
際

的
な
水

産
資
源

で
あ
る

太
平
洋

ク
ロ
マ

グ
ロ
の

資
源
管

理
の
強

化
に
伴

い
，
影

響
を

受
け
 

る
沿
岸

漁
業
者

の
経
営

の
維
持

・
安
定

を
図
る

た
め
，

我
が
国

の
漁
獲

枠
が
早

期
に

拡
大
さ

れ
る
 

よ
う
関

係
各
国

へ
の
働

き
掛
け

を
行
う

と
と
も

に
，
国

内
の
漁

獲
枠
配

分
に

当
た
っ

て
は
，

沿
岸
漁

業
の
操

業
特
性

に
配
慮

し
，
漁

業
種
類

や
地
域

間
で
不

公
平
が

生
じ

る
こ
と

が
な
い

よ
う
見

直
す
 

こ
と
。

 

 ２
 

ク
ロ

マ
グ
ロ

の
再
放

流
技
術

の
早
急

な
確
立

と
技
術

導
入
等

へ
の
支

援
制
度

の
拡
充

，
他

漁
業
へ

の
転
換

に
必
要

な
技
術

習
得
・

漁
具
等

に
対
す

る
支
援

な
ど
，

経
営
安

定
対
策

の
さ

ら
な
る

充
実
を

図
る
こ

と
。
 

   

 
 

 
1
6
 
/
 
2
7
 

 別
紙
様

式
 

 

令
和

４
年

度
全

国
海
区

漁
業
調

整
委
員

会
連
合

会
九
州

ブ
ロ
ッ

ク
会
議

に
 

係
る
提

案
議
題

（
要
望

事
項
）

 

沖
縄
海

区
漁
業

調
整
委

員
会
 

 
 
 

 要
望
事

項
 

 （
１
５

）
太
平

洋
ク
ロ

マ
グ
ロ

（
大
型

魚
）
の

適
正
な

資
源
管

理
に
つ

い
て
（

継
続
）

 

 内
 
容

 

 

太
平

洋
ク
ロ

マ
グ
ロ

は
、
沖

縄
県
に

お
い
て

も
重
要

な
水
産

資
源
と

な
っ
て

お
り
、
資

源
管

理

の
取
り

組
み
に

つ
い
て

は
、
本

県
漁
業

者
も
そ

の
必
要

性
を
理

解
し
て

い
る
。

 

WC
P
F
C
 
に
お

い
て
合

意
さ
れ

た
管
理

措
置
は

、
大
型

魚
よ
り

、
小
型

魚
の
漁

獲
を
削

減
す
る

方

が
資
源

回
復
に

効
果
的

で
あ
る

と
示
さ

れ
て
い

る
が
、
今

回
の

管
理
措

置
は
、
主

に
大

型
魚
を

漁

獲
し
、
資

源
に
対

す
る
影

響
の
小

さ
い
、
マ

グ
ロ
は

え
縄
漁

業
や
、
一

本
釣
り

漁
業
等

の
沿
岸

漁

業
へ
の

配
慮
が

不
十
分

で
あ
る

。
 

そ
こ

で
、
太

平
洋
ク

ロ
マ

グ
ロ
（
大

型
魚
）
の

資
源

管
理
に

つ
い
て

、
マ
グ

ロ
は

え
縄
漁

業
や
、

一
本
釣

り
漁
業

等
の
沿

岸
漁
業

に
配
慮

し
た
管

理
措
置

を
進
め

て
い
た

だ
く
よ

う
、
以

下
の
と

お

り
要
望

す
る
。

 

 １
 漁

獲
枠
の

配
分
に

つ
い
て

 

漁
業

種
類
別

の
配
分

及
び
留

保
の
配

分
を
見

直
す
こ

と
と
、
直

近
年

の
漁
獲

実
績
を

反
映
し

た

配
分
に

見
直
し

、
マ
グ

ロ
は
え

縄
漁
業

や
沿
岸

漁
業
へ

の
配
分

を
十
分

に
確
保

す
る
こ

と
 

 ２
 経

営
安
定

対
策
の

拡
充
に

つ
い
て

 

マ
グ

ロ
は
え

縄
や
一

本
釣
り

漁
業
者

等
が
行

う
漁
具

改
良
や

放
流
作

業
に
つ

い
て
、
支

援
策

の

拡
充
を

図
る
こ

と
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1
7
 
/
 
2
7
 

 別
紙
様

式
 

 

令
和

４
年

度
全

国
海
区

漁
業
調

整
委
員

会
連
合

会
九
州

ブ
ロ
ッ

ク
会
議

に
 

係
る
提

案
議
題

（
要
望

事
項
）

 

佐
賀

県
連
合

海
区
漁

業
調
整

委
員
会

 

 要
望
事

項
 

 （
１
６

）
ミ
ニ

ボ
ー
ト

に
よ
る

危
険
行

為
の
防

止
に
つ

い
て
 

 内
 
容

 

 
規
制

緩
和
に

よ
り
免

許
・
登
録

が
免
除

さ
れ
た

連
続

最
大

出
力
が

1
.
5
kW
（

2.
0
3
9
馬
力

）
の
推

進
機
関

を
有
す

る
長
さ

３
ｍ
未

満
の
船

舶
、
い

わ
ゆ
る

ミ
ニ
ボ

ー
ト
は

、
海
上

交
通
の

基
本
的

ル

ー
ル
す

ら
知
ら

な
い
利

用
者
が

、
耐
航

性
や
他

船
か
ら

の
視
認

性
が
低

い
と
い

う
特
性

を
認
識

し

な
い

ま
ま

沖
合

へ
の

出
航

や
夜

間
航

行
、

船
舶

の
輻

輳
す

る
港

の
周

辺
で

の
遊

漁
を

行
っ

て
お

り
、
操

業
や
漁

船
の
航

行
に
多

大
な
支

障
が
生

じ
て
い

ま
す
。

 

 
海
上

保
安
庁

が
取
り

ま
と
め

た
ミ
ニ

ボ
ー
ト

の
事
故

発
生
状

況
を
み

る
と
、
平

成
２

２
年
か

ら

２
７
年

は
年
間

５
０
隻

前
後
の

発
生
で

あ
っ
た

も
の
が

２
８
年

以
降
増

加
に
転

じ
、
直

近
の
令

和

元
年
に

は
９
０

件
と
倍

増
し
て

お
り
ま

す
。
 

 
こ
の

た
め
、
全

国
各

地
で
定

期
的
に

安
全
講

習
会
を

開
催
さ

れ
て
い

る
と
と

も
に
、
ミ

ニ
ボ

ー

ト
販
売

時
に
「

ミ
ニ
ボ

ー
ト
安

全
ハ
ン

ド
ブ
ッ

ク
」
を

同
封
す

る
な
ど

の
普
及

活
動
を

積
極
的

に

実
施
さ

れ
て
い

る
も
の

と
認
識

し
て
お

り
ま
す

。
 

 
し
か

し
な
が

ら
、
コ
ロ

ナ
禍
を

受
け
て

、
海

洋
性

レ
ジ
ャ

ー
人
口

が
増
加

し
て
い

る
こ
と

、
気

候
変
動

に
伴
う

天
候
急

変
に
よ

る
海
難

事
故
の

増
加
が

懸
念
さ

れ
る
こ

と
か
ら

、
さ
ら

な
る
普

及

活
動
の

徹
底
と

安
全
対

策
上
の

制
度
創

設
が
必

須
と
認

識
し
て

お
り
ま

す
。
 

 
つ
き

ま
し
て

は
、
海
面

に
お
け

る
海
難

事
故
を

防
止
し

、
人

命
の

安
全
を

守
る
た

め
、
次
の

事

項
を
要

望
い
た

し
ま
す

。
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

１
 

ミ
ニ

ボ
ー

ト
所

有
者
の

登
録

と
保

険
（
特

に
遭

難
救

助
費

用
を

対
象
）
加
入

を
セ

ッ
ト
と

し

た
制

度
を

創
設

す
る

こ
と

。
 

 ２
 

ミ
ニ

ボ
ー

ト
利

用
者
に

安
全

講
習

会
の

受
講

を
促

す
と

と
も
に

、
ミ
ニ

ボ
ー

ト
販

売
業
者

に

も
購

買
者

に
受

講
を

促
す

よ
う

引
き

続
き

強
く

働
き
か

け
る

こ
と

。
 

 ３
 

衝
突

事
故

防
止

の
た

め
目

印
と

な
る

旗
や

レ
ー

ダ
ー

反
射

板
な

ど
の

安
全

装
備

を
必

置
す

る
よ

う
、
引

き
続

き
業

界
に

強
く

働
き

か
け

る
と

と
も

に
、
購

買
者

等
へ
の

普
及

啓
発

を
強

化

す
る

こ
と

。
 

 ４
 

安
全

対
策

上
の

制
度
創

設
等

に
あ

た
っ

て
は

、
国

土
交

通
省

、
水

産
庁

等
関

係
機

関
が
今

後

と
も

よ
り

一
層

協
力

し
な

が
ら

行
う

こ
と

。
 

 

 
1
8
 
/
 
2
7
 

 別
紙
様

式
 

 

令
和

４
年

度
全

国
海
区

漁
業
調

整
委
員

会
連
合

会
九
州

ブ
ロ
ッ

ク
会
議

に
 

係
る

提
案

議
題
（

要
望
事

項
）
 

熊
本
県

連
合
海

区
漁
業

調
整
委

員
会
 

 要
望
事

項
 

 （
１
７

）
ミ
ニ

ボ
ー
ト

に
よ
る

危
険
行

為
の
防

止
に
つ

い
て
 

 内
 
容

 

 

近
年

、
マ
リ
ン
レ
ジ
ャ
ー
の
普

及
に
よ
り
、
ミ
ニ
ボ
ー
ト

の
利
用
者
も
増

加
し
て
い
る
。
 

ミ
ニ
ボ

ー
ト
の
利

用
に

際
し
て

、
規
制
緩

和
に
よ
り
ミ

ニ
ボ
ー

ト
の

免
許
や

登
録

が
免

除
さ
れ

た
こ
と

で
、

基
本

的
な

海
上
交

通
の
ル
ー

ル
を
知
ら
な

い
利
用
者

が
多
い
ほ

か
、

漁
港

用
地

等
に

違
法

駐
車
を
す
る
な
ど
マ
ナ
ー

の
悪
い
利
用
者

も
多
く
見
受
け
ら
れ
る
。
 

ま
た

、
ミ
ニ

ボ
ー
ト

の
利
用

者
の
多

く
が
、
そ

の
耐

航
性
や

他
船
舶

か
ら
の

視
認
性

が
低
い

と

い
う
特

性
を
十

分
理
解

し
な
い

ま
ま
、
漁

場
や

漁
港
周

辺
で
遊

漁
を
行

い
、
漁

業
用
の

漁
具
を

破

損
す
る

な
ど
漁

業
者
の

妨
げ
と

な
っ
た

り
、
海

難
事
故

を
起
こ

す
な
ど

の
事
例

も
多
く

み
ら
れ

て

い
る
。

 

さ
ら

に
、
ミ
ニ

ボ
ー
ト

の
利
用

者
が
、
十

分
な
保

険
に
加

入
し
て

い
な
い

ケ
ー
ス

も
多
く

、
漁

具
や
漁

船
等
の

物
損
被

害
の
補

償
な
ど

、
事
故

処
理
等

に
お
け

る
ト
ラ

ブ
ル
の

発
生
も

見
受
け

ら

れ
る
ほ

か
、
ミ

ニ
ボ
ー

ト
の
海

難
事
故

が
発
生

す
る
と

、
そ
の

救
助
活

動
な
ど

を
地
元

漁
業
者

が

担
う
こ

と
に
な

り
、
漁

業
活
動

に
も
大

き
な
影

響
を
与

え
て
い

る
。
 

こ
う
し

た
状
況
の

下
、

ミ
ニ
ボ

ー
ト
に
よ

る
危
険
行
為

の
防
止

と
万

が
一
の

時
の

補
償

能
力
を

高
め

る
た
め
、
次
の
事
項
を
強

く
要
望
す
る
。
 

 １
 
ミ

ニ
ボ

ー
ト
の

海
上
交
通

ル
ー
ル
を

無
視

し
た
操

縦
や
マ
ナ

ー
違
反
を

犯
す

利
用

者
を

減
ら

す
た

め
、
操
縦

や
安

全
性
に

関
す
る
講

習
の
受
講

を
義

務
付

け
る

と
と
も

に
、
事
故

時
の
対
応

を
円

滑
に
行
う

た
め

、
購
買

者
の
氏
名

や
連
絡
先

な
ど

の
情

報
を

把
握
で

き
る
体
制

を
構
築
す

る
よ

う
ミ

ニ
ボ
ー

ト
の

製
造
・

販
売

業
界
を

強
く

指
導
す

る
こ

と
。
 

 ２
 
日

本
漁

船
保
険

組
合
が
運

営
し
て
い

る
プ

レ
ジ
ャ

ー
ボ
ー
ト

責
任
保
険

に
、

ミ
ニ

ボ
ー

ト
を

加
入

対
象
と
し

、
加

入
促
進

を
図
る
と

と
も
に
、

万
一

事
故

が
発

生
し
た

場
合
の
事

故
処
理
に

お
け

る
ト

ラ
ブ
ル

防
止

の
対
策

を
講

じ
る
こ

と
。
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1
9
 
/
 
2
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 別
紙
様

式
 

 

令
和

４
年

度
全

国
海
区

漁
業
調

整
委
員

会
連
合

会
九
州

ブ
ロ
ッ

ク
会
議

に
 

係
る

提
案

議
題
（

要
望
事

項
）
 

長
崎
県

連
合
海

区
漁
業

調
整
委

員
会
 

 要
望
事

項
 

 （
１
８

）
海
区

漁
業
調

整
委
員

会
制
度

に
つ
い

て
 

 内
 

容
 

 

海
区

漁
業

調
整

委
員

会
は

、
こ

れ
ま

で
公

選
制

に
よ

る
漁

業
者

委
員

を
主

体
と

し

て
、

漁
業

権
の

免
許

、
沿

岸
漁

業
の

調
整

や
資

源
管

理
に

至
る

ま
で

、
幅

広
く

歴
史

的
に

そ
の

役
割

を
担

う
と

と
も

に
、
そ

の
十

分
な

運
用

に
よ

り
漁

業
制

度
の

円
滑

な

運
営

を
確

保
し

て
き

ま
し

た
。

 

こ
の

よ
う

な
中

、
平

成
3
0
年

1
2
月

に
漁

業
生

産
力

の
発

展
を

図
る

観
点

か
ら

漁

業
法

等
が

改
正

さ
れ

、
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

に
求

め
ら

れ
る

役
割

は
さ

ら
に

重
要

性
を

増
す

と
こ

ろ
と

な
り

、
今

後
も

そ
の

役
割

を
的

確
に

果
た

し
て

い
か

な
け

れ
ば

な
り

ま
せ

ん
。

 

以
上

の
こ

と
か

ら
、
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

制
度

に
関

す
る

事
項

に
つ

い
て

、
次

の
と

お
り

要
望

し
ま

す
。

 

 【
継

続
】

 

１
．

海
区

漁
業

調
整

委
員

会
の

財
政

基
盤

の
確

保
 

海
区

漁
業

調
整

委
員

会
の

新
た

な
役

割
に

対
応

す
る

た
め

、
安

定
し

た
財

政
基

盤
が

確
保

で
き

る
よ

う
に

措
置

す
る

こ
と

。
 

    
 

 
2
0
 
/
 
2
7
 

 別
紙
様

式
 

 

令
和

４
年

度
全

国
海
区

漁
業
調

整
委
員

会
連
合

会
九
州

ブ
ロ
ッ

ク
会
議

に
 

係
る

提
案

議
題
（

要
望
事

項
）
 

大
分
海

区
漁
業

調
整
委

員
会
 

 要
望
事

項
 

 （
１
９

）
新
た

な
漁
業

関
係
法

令
の
改

正
に
つ

い
て
 

 内
 
容

 

 

令
和

２
年

1
2
月
に

改
正
漁

業
法
が

施
行
さ

れ
、
新

た
な
制

度
が
開

始
さ
れ

る
と
と

も
に
、

令

和
３
年

４
月
か

ら
は
新

た
な
体

制
で
海

区
漁
業

調
整
委

員
会
が

運
営
さ

れ
て
い

る
こ
と

か
ら
、
そ

の
適
切

な
運
営

が
確
保

さ
れ
る

よ
う
次

の
事
項

を
要
望

し
ま
す

。
 

 １
 

国
は

、
海

区
漁

業
調
整

委
員

会
や

地
方

自
治

体
、
漁

業
関

係
者

に
対

し
、
必

要
な

情
報
の

提

供
を

行
う

と
と

も
に

適
切

な
指

導
・

助
言

を
行

う
こ
と

。
 

     
 

23



 
2
1
 
/
 
2
7
 

 別
紙
様

式
 

 

令
和

４
年

度
全

国
海
区

漁
業
調

整
委
員

会
連
合

会
九
州

ブ
ロ
ッ

ク
会
議

に
 

係
る

提
案

議
題
（

要
望
事

項
）
 

大
分
海

区
漁
業

調
整
委

員
会
 

 要
望
事

項
 

 （
２
０

）
改
正

漁
業
法

に
お
け

る
新
た

な
資
源

管
理
措

置
等
に

つ
い
て

 

 内
 
容

 

 

改
正

漁
業
法

に
お
け

る
新
た

な
資
源

管
理
は

、
水
産

資
源
の

持
続
的

な
利
用

を
確
保

す
る
た

め

資
源
管

理
目
標

の
設
定

方
法
を

最
大
持

続
生
産

量
（
Ｍ

Ｓ
Ｙ
）
を

ベ
ー

ス
と
す

る
方
式

に
変
更

し
、

こ
れ
に

基
づ
き

Ｔ
Ａ
Ｃ

を
設
定

し
て
お

り
、
Ｔ

Ａ
Ｃ
対

象
魚
種

は
今
後

拡
大
さ

れ
る
予

定
で
す

。

漁
獲
制

限
な
ど

の
資
源

管
理
措

置
等
を

行
う
に

あ
た
っ

て
は
、
漁

業
者

の
理
解

と
と
も

に
丁
寧

な

対
応
が

求
め
ら

れ
る
こ

と
か
ら

次
の
事

項
を
要

望
し
ま

す
。
 

 1
 

資
源

管
理

目
標

の
考

え
方

や
有

効
性

、
漁

獲
可

能
量

の
算

定
方

法
、

漁
獲

制
限

を
余

儀
な

く

さ
れ

た
と

き
の

経
営

支
援

策
等

に
つ

い
て

十
分

な
説
明

と
情

報
提

供
を

行
う

と
と

も
に

、
関

係

漁
業

者
の

合
意

形
成

を
丁

寧
に

行
う

よ
う

配
慮

す
る
こ

と
。

 

    
 

 
2
2
 
/
 
2
7
 

 別
紙
様

式
 

 

令
和

４
年

度
全

国
海
区

漁
業
調

整
委
員

会
連
合

会
九
州

ブ
ロ
ッ

ク
会
議

に
 

係
る

提
案

議
題
（

要
望
事

項
）
 

宮
﨑
海

区
漁
業

調
整
委

員
会
 

 要
望
事

項
 

 （
２
１

）
沿
岸

資
源
の

適
正
な

利
用
に

つ
い
て

 

 内
 
容

 

 

令
和

２
年
１

２
月
か

ら
施
行

さ
れ
た

改
正
漁

業
法
の

も
と
で

は
、
準

備
の
整

っ
た
漁

業
種
類

か

ら
Ｉ
Ｑ

の
導
入

等
を
行

う
一
方

で
、
ト

ン
数
制

限
等
、
船

舶
の

規
模
に

関
す
る

制
限
措

置
が
撤

廃

さ
れ
る

方
針
が

示
さ
れ

て
い
る

。
 

 
今
後

、
Ｉ
Ｑ

導
入
等

に
よ
り

船
舶
の

大
型
化

な
ど
が

進
ん
だ

場
合
、
船

体
差

を
活
か

し
た
漁

場

占
有
な

ど
、
沿

岸
漁
業

者
と
の

資
源
の

競
合
や

漁
業
秩

序
の
乱

れ
と
い

っ
た
問

題
へ
発

展
す
る

懸

念
が
あ

る
。
 

 
 
つ
い

て
は
、
沿

岸
漁

業
と
競

合
す
る

漁
場
に

つ
い
て

は
従
来

行
わ
れ

て
き
た

操
業
ル

ー
ル
を

尊

重
し
つ

つ
、
今

後
も
両

者
が
資

源
及
び

漁
場
を

持
続
的

か
つ
公

平
に
利

用
で
き

る
よ
う

、
次
の

項

目
に
つ

い
て
要

望
す
る

。
 

 １
 

沿
岸

漁
業

と
大

臣
許
可

漁
業

と
の

調
整

 

 
 
 
 
Ｉ

Ｑ
導

入
等

の
条

件
が

整
っ

た
大

臣
許

可
漁

業
に

つ
い

て
、
ト
ン

数
制

限
撤

廃
を

は
じ
め

と

し
た

新
た

な
取

組
を

導
入

す
る

に
あ

た
っ

て
は

、
沿

岸
漁

業
と

競
合

す
る

漁
場

に
つ

い
て

は
一

方
的

に
沿

岸
漁

業
を

圧
迫

す
る

こ
と

が
な

い
よ

う
、
適

正
な

資
源

及
び

漁
場

利
用

に
つ

い
て
十

分
な

調
整

を
行

う
こ

と
。
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2
3
 
/
 
2
7
 

 別
紙
様

式
 

 

令
和

４
年

度
全

国
海
区

漁
業
調

整
委
員

会
連
合

会
九
州

ブ
ロ
ッ

ク
会
議

に
 

係
る

提
案

議
題
（

要
望
事

項
）
 

熊
本
県

連
合
海

区
漁
業

調
整
委

員
会
 

 要
望
事

項
 

 （
２
２

）
海
区

漁
業
調

整
委
員

会
の
財

政
基
盤

の
確
保

に
つ
い

て
 

 内
 
容

 

  
海
区

漁
業

調
整
委

員
会
は
、

永
き
に
亘

り
漁

業
権
の

免
許
や
許

可
方
針
等

の
協

議
、

県
内

及
び

隣
接
県

と
の

漁
業
調

整
、
資
源

管
理
に
至

る
ま

で
、
幅

広
い
役
割

を
担
い
、

漁
業

制
度

の
円

滑
な

運
営

を
確
保
し
て
き
た
。
 

 
昨
年

改
正

さ
れ
た

新
た
な
漁

業
法
は
、

水
面

を
総
合

的
に
利
用

し
、
も
っ

て
漁

業
生

産
力

を
発

展
さ
せ

る
と

い
う
目

的
を
掲
げ

て
お
り
、

海
区

漁
業
調

整
委
員
会

に
お
い
て

も
、

漁
業

調
整

機
構

と
し

て
の
役
割
を
十
分
果
た
す

こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
 

 
そ
の

た
め

に
は
、

海
区
漁
業

調
整
委
員

会
の

積
極
的

な
活
動
が

不
可
欠
で

あ
り

、
そ

の
活

動
の

た
め

の
財
源
確
保
が
必
要
不
可

欠
で
あ
る
。
 

 
つ
い

て
は

、
海
区

漁
業
調
整

委
員
会
の

財
政

基
盤
を

確
保
す
る

た
め
、
国

に
よ

る
更

な
る

予
算

措
置

を
要
望
す
る
。
 

 

１
 
海
区

漁
業

調
整
委

員
会

の
財
政

基
盤

の
確
保
 

 
 
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

が
、
今

後
も

漁
業

調
整
機

構
と

し
て

の
役

割
を

十
分

果
た

し
、
地

域

漁
業

の
発

展
に

寄
与

す
る

た
め

に
、

安
定

的
な

財
政
基

盤
を

確
保

す
る

よ
う

措
置

す
る

こ
と
。
 

    
 

 
2
4
 
/
 
2
7
 

 別
紙
様

式
 

 

令
和

４
年

度
全

国
海
区

漁
業
調

整
委
員

会
連
合

会
九
州

ブ
ロ
ッ

ク
会
議

に
 

係
る
提

案
議
題

（
要
望

事
項
）

 

沖
縄
海

区
漁
業

調
整
委

員
会
 

 要
望
事

項
 

 （
２
３

）
違
法

操
業
の

取
締
強

化
に
向

け
た
対

応
に
つ

い
て
（

新
規
）

 

 内
 
容

 

 

沖
縄

県
内
に

お
い
て

も
、
非

漁
業
者

や
遊
漁

者
等
に

よ
る
密

漁
が
問

題
と
な

っ
て
お

り
、
今

般
、

海
上
保

安
庁
に

よ
る
摘

発
件
数

は
増
加

傾
向
で

あ
る
。
密

漁
者

は
人
里

離
れ
た

へ
き
地

で
活
動

す

る
こ
と

も
多
く

、
こ
れ

ら
の
地

域
に
お

い
て
、
地

元
漁

協
が
自

主
的
パ

ト
ロ
ー

ル
を
行

う
に
は

限

界
が
あ

る
た
め

、
そ

れ
ら

に
対
す

る
総
合

的
な
支

援
は
必

要
不
可

欠
で
あ

る
。
ま
た

、
海

上
保

安

庁
や
警

察
等
の

応
援
要

請
に
時

間
を
要

す
る
へ

き
地
等

で
の
摘

発
は
容

易
で
は

な
い
こ

と
か
ら

、
 

以
下
の

事
項
を

要
望
す

る
。
 

 １
 
関

係
機

関
と

の
連

携
強

化
 

海
上
保

安
庁

、
警
察

庁
及

び
水

産
庁

の
連

携
を

強
化
し

、
県

の
漁

業
監
督

吏
員

と
も

適
宜

情

報
を

共
有

し
、

迅
速

に
対

応
が

図
ら

れ
る

よ
う

に
す
る

こ
と

。
 

 ２
 
漁

業
取

締
体

制
の

強
化
 

本
県
の

漁
業

監
督

吏
員

の
資

質
向

上
の
た

め
の

訓
練
・
研
修

等
を

行
い

、
十
分

な
人

員
が

確

保
で

き
る

よ
う

に
、

制
度

面
・

財
政

面
で

の
支

援
を
強

化
す

る
こ

と
。

 

 ３
 
密

漁
さ

れ
た

水
産

物
の

流
通

防
止
 

市
場
や

小
売

店
な

ど
に

お
い

て
、
密

漁
さ

れ
た

水
産
物

を
主

体
的

に
排

除
す

る
よ

う
に

、
啓

発
活

動
を

強
化

す
る

。
ま
た

そ
の

実
効

性
を

持
た

せ
る

た
め

に
、
違

法
漁

獲
物
の

流
通

に
対

す

る
規

制
を

強
化

す
る

こ
と

。
 

 ４
 
パ

ト
ロ

ー
ル

等
へ

の
支

援
 

地
元
漁

協
・
漁

業
者

が
実

施
す

る
密

漁
パ

ト
ロ

ー
ル
に

伴
う

休
業
に

対
す

る
費

用
や

密
漁

防

止
看

板
の

設
置

に
か

か
る

費
用

等
に

対
し

、
総

合
的
な

支
援

策
を

図
る

こ
と

。
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1
 /
 
1
2
 

 別
紙
様

式
 

 

令
和

４
年

度
全

国
海
区

漁
業
調

整
委
員

会
連
合

会
九
州

ブ
ロ
ッ

ク
会
議

に
 

係
る
提

案
議
題

に
対
す

る
意
見

 

佐
賀
県

連
合
海

区
漁
業

調
整
委

員
会
 

 
 
 

 要
望
事

項
（
福

岡
県
連

合
海
区

漁
業
調

整
委
員

会
）
 

 （
１
）

大
中
型

ま
き
網

漁
業
及

び
沖
合

底
び
き

網
漁
業

の
操
業

禁
止
区

域
の
見

直
し
及

び
禁
漁

 

期
間
の

設
定
に

つ
い
て

 

意
 
見

 

 要
望
の

趣
旨
に

賛
同
し

ま
す
。

 

        別
紙
様

式
 

 

令
和
４

年
度
全

国
海
区

漁
業
調

整
委
員

会
連
合

会
九
州

ブ
ロ
ッ

ク
会
議

に
 

係
る
提

案
議
題

に
対
す

る
意
見

 

佐
賀
県

連
合
海

区
漁
業

調
整
委

員
会
 

 
 
 

 要
望
事

項
（
熊

本
県
連

合
海
区

漁
業
調

整
委
員

会
）
 

 （
２
）
大

中
型

ま
き
網

漁
業
の

操
業
禁

止
区
域

の
拡
大

並
び
に

適
正
操

業
の
指

導
強
化

に
つ
い

て
 

 意
 
見

 

 要
望
の

趣
旨
に

賛
同
し

ま
す
。

 

       
 

 
2
 /
 
1
2
 

 別
紙
様

式
 

 

令
和
４

年
度
全

国
海
区

漁
業
調

整
委
員

会
連
合

会
九
州

ブ
ロ
ッ

ク
会
議

に
 

係
る
提

案
議
題

に
対
す

る
意
見

 

佐
賀
県

連
合
海

区
漁
業

調
整
委

員
会
 

 
 
 

 要
望
事

項
（
鹿

児
島
県

連
合
海

区
漁
業

調
整
委

員
会
）

 

 （
３
）
大
中

型
ま
き

網
漁
業

及
び
沖

合
底
び

き
網
漁

業
に
お

け
る
操

業
禁
止

区
域
の

見
直
し

拡
大
等

に
つ
い

て
 

意
 
見

 

 要
望
の

趣
旨
に

賛
同
し

ま
す
。

 

        別
紙
様

式
 

 

令
和
４

年
度
全

国
海
区

漁
業
調

整
委
員

会
連
合

会
九
州

ブ
ロ
ッ

ク
会
議

に
 

係
る
提

案
議
題

に
対
す

る
意
見

 

佐
賀
県

連
合
海

区
漁
業

調
整
委

員
会
 

 
 
 

 要
望
事

項
（
福

岡
県
連

合
海
区

漁
業
調

整
委
員

会
）
 

 （
４
）

日
韓
漁

業
協
定

に
お
け

る
は
え

縄
漁
船

の
操
業

条
件
に

つ
い
て

 

 意
 
見

 

 要
望
の

趣
旨
に

賛
同
し

ま
す
。
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3
 /
 
1
2
 

 別
紙
様

式
 

 

令
和
４

年
度
全

国
海
区

漁
業
調

整
委
員

会
連
合

会
九
州

ブ
ロ
ッ

ク
会
議

に
 

係
る
提

案
議
題

に
対
す

る
意
見

 

佐
賀
県

連
合
海

区
漁
業

調
整
委

員
会
 

 
 
 

 要
望
事

項
（
長

崎
県
連

合
海
区

漁
業
調

整
委
員

会
）
 

 （
５
）

日
中
・

日
韓
新

漁
業
協

定
の
発

効
等
に

伴
う
今

後
の
対

策
等
に

つ
い
て

 

 意
 
見

 

 要
望
の

趣
旨
に

賛
同
し

ま
す
。

 

        別
紙
様

式
 

 

令
和
４

年
度
全

国
海
区

漁
業
調

整
委
員

会
連
合

会
九
州

ブ
ロ
ッ

ク
会
議

に
 

係
る
提

案
議
題

に
対
す

る
意
見

 

佐
賀
県

連
合
海

区
漁
業

調
整
委

員
会
 

 
 
 

 要
望
事

項
（
長

崎
県
連

合
海
区

漁
業
調

整
委
員

会
）
 

 （
６
）

日
本
近

海
に
お

け
る
外

国
漁
船

違
法
操

業
取
締

の
強
化

に
つ
い

て
 

 意
 
見

 

 要
望
の

趣
旨
に

賛
同
し

ま
す
。

 

       
 

 
4
 /
 
1
2
 

 別
紙
様

式
 

 

令
和
４

年
度
全

国
海
区

漁
業
調

整
委
員

会
連
合

会
九
州

ブ
ロ
ッ

ク
会
議

に
 

係
る
提

案
議
題

に
対
す

る
意
見

 

佐
賀
県

連
合
海

区
漁
業

調
整
委

員
会
 

 
 
 

 要
望
事

項
（
熊

本
県
連

合
海
区

漁
業
調

整
委
員

会
）
 

 （
７
）

東
シ
ナ

海
に
お

け
る
漁

船
の
安

全
操
業

確
保
に

つ
い
て

 

 意
 
見

 

 要
望
の

趣
旨
に

賛
同
し

ま
す
。

 

        別
紙
様

式
 

 

令
和
４

年
度
全

国
海
区

漁
業
調

整
委
員

会
連
合

会
九
州

ブ
ロ
ッ

ク
会
議

に
 

係
る
提

案
議
題

に
対
す

る
意
見

 

佐
賀
県

連
合
海

区
漁
業

調
整
委

員
会
 

 
 
 

 要
望
事

項
（
鹿

児
島
県

連
合
海

区
漁
業

調
整
委

員
会
）

 

 （
８
）

日
中
漁

業
協
定

等
に
基

づ
く
外

国
漁
船

の
操
業

条
件
等

の
堅
持

に
つ
い

て
 

 意
 
見

 

 要
望
の

趣
旨
に

賛
同
し

ま
す
。

 

      
 

27



 
5
 /
 
1
2
 

 別
紙
様

式
 

 

令
和
４

年
度
全

国
海
区

漁
業
調

整
委
員

会
連
合

会
九
州

ブ
ロ
ッ

ク
会
議

に
 

係
る
提

案
議
題

に
対
す

る
意
見

 

佐
賀
県

連
合
海

区
漁
業

調
整
委

員
会
 

 
 
 

 要
望
事

項
（
沖

縄
海
区

漁
業
調

整
委
員

会
）
 

 （
９
）

日
台
漁

業
取
決

め
の
見

直
し
に

つ
い
て

（
継
続

）
 

 意
 
見

 

 要
望
の

趣
旨
に

賛
同
し

ま
す
。

 

       別
紙
様

式
 

 

令
和
４

年
度
全

国
海
区

漁
業
調

整
委
員

会
連
合

会
九
州

ブ
ロ
ッ

ク
会
議

に
 

係
る
提

案
議
題

に
対
す

る
意
見

 

佐
賀
県

連
合
海

区
漁
業

調
整
委

員
会
 

 
 
 

 要
望
事

項
（
沖

縄
海
区

漁
業
調

整
委
員

会
）
 

 （
１
０

）
日
中

漁
業
協

定
の
見

直
し
に

つ
い
て

（
一
部

新
規
）

 

 意
 
見

 

 要
望
の

趣
旨
に

賛
同
し

ま
す
。

 

       
 

 
6
 /
 
1
2
 

 別
紙
様

式
 

 

令
和
４

年
度
全

国
海
区

漁
業
調

整
委
員

会
連
合

会
九
州

ブ
ロ
ッ

ク
会
議

に
 

係
る
提

案
議
題

に
対
す

る
意
見

 

佐
賀
県

連
合
海

区
漁
業

調
整
委

員
会
 

 
 
 

 要
望
事

項
（
佐

賀
県
連

合
海
区

漁
業
調

整
委
員

会
）
 

 （
１
１

）
ク
ロ

マ
グ
ロ

資
源
の

適
正
利

用
及
び

零
細
漁

業
者
の

経
営
支

援
に
つ

い
て
 

 意
 
見

 

 当
海
区

要
望
分

 

        別
紙
様

式
 

 

令
和
４

年
度
全

国
海
区

漁
業
調

整
委
員

会
連
合

会
九
州

ブ
ロ
ッ

ク
会
議

に
 

係
る
提

案
議
題

に
対
す

る
意
見

 

佐
賀
県

連
合
海

区
漁
業

調
整
委

員
会
 

 
 
 

 要
望
事

項
（
長

崎
県
連

合
海
区

漁
業
調

整
委
員

会
）
 

 （
１
２

）
太
平

洋
ク
ロ

マ
グ
ロ

の
資
源

管
理
の

推
進
に

つ
い
て

 

 意
 
見

 

 要
望
の

趣
旨
に

賛
同
し

ま
す
。
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7
 /
 
1
2
 

 別
紙
様

式
 

 

令
和
４

年
度
全

国
海
区

漁
業
調

整
委
員

会
連
合

会
九
州

ブ
ロ
ッ

ク
会
議

に
 

係
る
提

案
議
題

に
対
す

る
意
見

 

佐
賀
県

連
合
海

区
漁
業

調
整
委

員
会
 

 
 
 

 要
望
事

項
（
宮

崎
海
区

漁
業
調

整
委
員

会
）
 

 （
１
３

）
太
平

洋
ク
ロ

マ
グ
ロ

の
資
源

管
理
に

係
る
運

用
に
つ

い
て
 

 意
 
見

 

 要
望
の

趣
旨
に

賛
同
し

ま
す
。

 

        別
紙
様

式
 

 

令
和
４

年
度
全

国
海
区

漁
業
調

整
委
員

会
連
合

会
九
州

ブ
ロ
ッ

ク
会
議

に
 

係
る
提

案
議
題

に
対
す

る
意
見

 

佐
賀
県

連
合
海

区
漁
業

調
整
委

員
会
 

 
 
 

 要
望
事

項
（
鹿

児
島
県

連
合
海

区
漁
業

調
整
委

員
会
）

 

 （
１
４

）
太
平

洋
ク
ロ

マ
グ
ロ

の
資
源

管
理
の

強
化
に

伴
う
経

営
安
定

対
策
の

推
進
に

つ
い
て

 

 意
 
見

 

 要
望
の

趣
旨
に

賛
同
し

ま
す
。

 

       
 

 
8
 /
 
1
2
 

 別
紙
様

式
 

 

令
和
４

年
度
全

国
海
区

漁
業
調

整
委
員

会
連
合

会
九
州

ブ
ロ
ッ

ク
会
議

に
 

係
る
提

案
議
題

に
対
す

る
意
見

 

佐
賀
県

連
合
海

区
漁
業

調
整
委

員
会
 

 
 
 

 要
望
事

項
（
沖

縄
海
区

漁
業
調

整
委
員

会
）
 

 （
１
５

）
太
平

洋
ク
ロ

マ
グ
ロ

（
大
型

魚
）
の

適
正
な

資
源
管

理
に
つ

い
て
（

継
続
）

 

 意
 
見

 

 要
望
の

趣
旨
に

賛
同
し

ま
す
。

 

        別
紙
様

式
 

 

令
和
４

年
度
全

国
海
区

漁
業
調

整
委
員

会
連
合

会
九
州

ブ
ロ
ッ

ク
会
議

に
 

係
る
提

案
議
題

に
対
す

る
意
見

 

佐
賀
県

連
合
海

区
漁
業

調
整
委

員
会
 

 
 
 

 要
望
事

項
（
佐

賀
県
連

合
海
区

漁
業
調

整
委
員

会
）
 

 （
１
６

）
ミ
ニ

ボ
ー
ト

に
よ
る

危
険
行

為
の
防

止
に
つ

い
て
 

 意
 
見

 

 当
海
区

要
望
分
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9
 /
 
1
2
 

 別
紙
様

式
 

 

令
和
４

年
度
全

国
海
区

漁
業
調

整
委
員

会
連
合

会
九
州

ブ
ロ
ッ

ク
会
議

に
 

係
る
提

案
議
題

に
対
す

る
意
見

 

佐
賀
県

連
合
海

区
漁
業

調
整
委

員
会
 

 
 
 

 要
望
事

項
（
熊

本
県
連

合
海
区

漁
業
調

整
委
員

会
）
 

 （
１
７

）
ミ
ニ

ボ
ー
ト

に
よ
る

危
険
行

為
の
防

止
に
つ

い
て
 

 意
 
見

 

 要
望
の

趣
旨
に

賛
同
し

ま
す
。

 

        別
紙
様

式
 

 

令
和
４

年
度
全

国
海
区

漁
業
調

整
委
員

会
連
合

会
九
州

ブ
ロ
ッ

ク
会
議

に
 

係
る
提

案
議
題

に
対
す

る
意
見

 

佐
賀
県

連
合
海

区
漁
業

調
整
委

員
会
 

 
 
 

 要
望
事

項
（
長

崎
県
連

合
海
区

漁
業
調

整
委
員

会
）
 

 （
１
８

）
海
区

漁
業
調

整
委
員

会
制
度

に
つ
い

て
 

 意
 
見

 

 要
望
の

趣
旨
に

賛
同
し

ま
す
。

 

       
 

 
1
0
 
/
 
1
2
 

 別
紙
様

式
 

 

令
和
４

年
度
全

国
海
区

漁
業
調

整
委
員

会
連
合

会
九
州

ブ
ロ
ッ

ク
会
議

に
 

係
る
提

案
議
題

に
対
す

る
意
見

 

佐
賀
県

連
合
海

区
漁
業

調
整
委

員
会
 

 
 
 

 要
望
事

項
（
大

分
海
区

漁
業
調

整
委
員

会
）
 

 （
１
９

）
新
た

な
漁
業

関
係
法

令
の
改

正
に
つ

い
て
 

 意
 
見

 

 要
望
の

趣
旨
に

賛
同
し

ま
す
。

 

       別
紙
様

式
 

 

令
和
４

年
度
全

国
海
区

漁
業
調

整
委
員

会
連
合

会
九
州

ブ
ロ
ッ

ク
会
議

に
 

係
る
提

案
議
題

に
対
す

る
意
見

 

佐
賀
県

連
合
海

区
漁
業

調
整
委

員
会
 

 
 
 

 要
望
事

項
（
大

分
海
区

漁
業
調

整
委
員

会
）
 

 （
２
０

）
改
正

漁
業
法

に
お
け

る
新
た

な
資
源

管
理
措

置
等
に

つ
い
て

 

 意
 
見

 

 要
望
の

趣
旨
に

賛
同
し

ま
す
。
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1
1
 
/
 
1
2
 

 別
紙
様

式
 

 

令
和
４

年
度
全

国
海
区

漁
業
調

整
委
員

会
連
合

会
九
州

ブ
ロ
ッ

ク
会
議

に
 

係
る
提

案
議
題

に
対
す

る
意
見

 

佐
賀
県

連
合
海

区
漁
業

調
整
委

員
会
 

 
 
 

 要
望
事

項
（
宮

崎
海
区

漁
業
調

整
委
員

会
）
 

 （
２
１

）
沿
岸

資
源
の

適
正
な

利
用
に

つ
い
て

 

 意
 
見

 

 要
望
の

趣
旨
に

賛
同
し

ま
す
。

 

        別
紙
様

式
 

 

令
和
４

年
度
全

国
海
区

漁
業
調

整
委
員

会
連
合

会
九
州

ブ
ロ
ッ

ク
会
議

に
 

係
る
提

案
議
題

に
対
す

る
意
見

 

佐
賀
県

連
合
海

区
漁
業

調
整
委

員
会
 

 
 
 

 要
望
事

項
（
熊

本
県
連

合
海
区

漁
業
調

整
委
員

会
）
 

 （
２
２

）
海
区

漁
業
調

整
委
員

会
の
財

政
基
盤

の
確
保

に
つ
い

て
 

 意
 
見

 

 要
望
の

趣
旨
に

賛
同
し

ま
す
。

 

       
 

 
1
2
 
/
 
1
2
 

 別
紙
様

式
 

 

令
和
４

年
度
全

国
海
区

漁
業
調

整
委
員

会
連
合

会
九
州

ブ
ロ
ッ

ク
会
議

に
 

係
る
提

案
議
題

に
対
す

る
意
見

 

佐
賀
県

連
合
海

区
漁
業

調
整
委

員
会
 

 
 
 

 要
望
事

項
（
沖

縄
海
区

漁
業
調

整
委
員

会
）
 

 （
２
３

）
違
法

操
業
の

取
締
強

化
に
向

け
た
対

応
に
つ

い
て
 

 意
 
見

 

 要
望
の

趣
旨
に

賛
同
し

ま
す
。
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